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■ はじめに

１ 点検・評価の趣旨

平成19年６月に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され（平成20年４月１日施行）、
各教育委員会は毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その
結果に関する報告書を議会に提出するとともに公表することとされました。
県教育委員会では、本県教育の基本理念や施策の方向性を示した「第２期しまね教育ビジョン21」（平

成26年７月策定）の取組について、総合教育審議会の意見を得て、「教育委員会の点検・評価」を実施
し、本報告書にまとめました。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）」
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）
第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育
長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事
務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点
検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとと
もに、公表しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を
有する者の知見の活用を図るものとする。

２ 点検・評価の構成

⑴ 項目
点検・評価の対象項目を「第２期しまね教育ビジョン21」の施策とし、施策ごとに点検・評価

をします。
⑵ 特徴的な動き

平成29年度の島根県教育委員会における特徴的な動きを記載します。
⑶ 取組の基本方針

「第２期しまね教育ビジョン21」の【基本方針】を転載しています。なお、【基本方針】に掲げ
た事項を「実現」することが【成果目標】となります。

⑷ 平成29年度の取組の概要
平成29年度に実施した主な取組の実施状況、成果等を記載します。

⑸ 評価、今後の対応
取組の概要や進捗状況を踏まえ、施策の評価、今後の対応を記載します。

⑹ その他
この報告書のほか、別途、議会に提出した「予算執行の実績並びに主要施策の成果」のうち該

当部分についても、点検・評価の結果に関する報告書と見なすものとします。



- 2 -

３ 施策体系表

島根の教育目標 施策番号 施策名
Ⅰ 向かっていく １ （１） 学力の育成

学力 （２） ものづくり活動の推進
（３） 情報教育の推進
（４） 読書活動の推進

Ⅱ 広がっていく ２ （１） 社会性の育成
社会力 （２） コミュニケーション能力の育成

（３） 国際理解教育の推進
（４） ふるさと教育の推進
（５） 学び直しや就労に向けての支援

Ⅲ 高まっていく ３ （１） 心の教育の推進
人間力 （２） 「しまねのふるまい」の推進

（３） 人権教育の推進
（４） いじめ・不登校に対する取組の充実
（５） 文化活動の推進

Ⅳ 島根の教育 ４ （１） キャリア教育の推進
目標を達成する （２） 特別支援教育の推進
ための基盤 （３） 幼児教育の充実

（４） 離島・中山間地域の教育力の確保
（５） 私立学校への支援
（６） 「生きる力」を支える健康づくり
（７） 学び続ける教員の育成と学校マネジメントの確立
（８） 安全・安心な教育環境の整備
（９） 学校・家庭・地域の連携・協力による教育の推進
（10） 社会教育の振興
（11） 生涯・競技スポーツの推進
（12） 文化財の保存・継承と活用



- 3 -

■ 平成29年度の点検・評価

１ 平成29年度の島根県教育委員会委員の活動状況について

【教育委員会の制度】
① 教育委員会の法的位置づけ
○執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かねばならない委員会として、
教育委員会があります。（他に選挙管理委員会、人事委員会など）（地方自治法第180条の5）

○都道府県、市町村（中略）に教育委員会を置く。こととされています。（「地方教育行政の組織
及び運営に関する法律」第２条）

○教育委員会は、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編成、教育課程、教科書その他の
教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及
び文化に関する事務を管理し及びこれを執行することとされています。（地方自治法第180条の
8）

② 本県教育委員会の組織構成

③ 教育委員会の役割
○最高意思決定機関

○意思決定方法
「教育委員会会議」で議決、承認します。

○教育長
任期３年
人格が高潔で、教育行政に関し識見を有する者から、知事が議会の同意を得て任命します。
教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。（会議の主宰者、具体的な事務執行の
責任者、事務局の指揮監督者）

○教育委員
任期４年
人格が高潔で、教育、学術及び文化に関して識見を有する者から、知事が議会の同意を得て任
命します。
委員には、保護者である者が含まれるようにしなければならないとされています。
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⑴ 教育委員会会議の開催状況
島根県教育委員会では、平成29年度に14回の教育委員会会議を開催し、議決事項39件、承認事

項11件、協議事項20件、報告事項104件について審議を行いました。

（単位：件）
回数 開催年月日 議決 承認 協議 報告 その他 計 傍聴者

（人）
1 平成29年４月19日(水) 2 1 ‐ 10 - 13 2
2 平成29年５月29日(月) 2 1 1 3 - 7 3
3 平成29年６月12日(月) 2 - 2 8 - 12 3
4 平成29年７月19日(水) - 2 3 7 - 12 2
5 平成29年８月25日(金) 1 1 2 5 - 9 3
6 平成29年９月４日(月) 3 - 2 7 - 12 4
7 平成29年10月10日(火) 1 - 1 14 - 16 3
8 平成29年11月１日(水) 4 1 1 8 - 14 7
9 平成29年12月20日(水) 4 2 2 14 - 22 12
10 平成30年１月30日(火) 2 3 2 8 - 15 7
11 平成30年２月14日(水) - - 1 4 - 5 4
12 平成30年２月21日(水) 9 - 1 2 - 12 1
13 平成30年３月13日(火) 4 - 1 7 - 12 5
14 平成30年３月26日(月) 5 - 1 7 - 13 6

計 39 11 20 104 - 174 62

※ 主な議事
議事 内 容
内容
議決 平成30年度使用県立高等学校・特別支援学校高等部用教科用図書の採択の基本方針

平成30年度県立高等学校の入学定員
島根県公立学校教育職員人材育成基本方針
島根県指定文化財の指定
組織改正等に伴う関係規則及び訓令の一部改正

承認 平成30年度島根県公立高等学校入学者選抜の基本方針
協議 教職員人事権の問題に関する調整の進め方

提言「2020年代の県立高校の将来像について」の具体化
報告 平成30年度島根県教育職員採用候補者選考試験の実施

平成29年度優良PTA文部科学大臣表彰（高等学校）
平成29年度全国学力・学習状況調査
国史跡の指定及び国登録有形文化財の登録
17市町村教育委員会教育長からの要望書
平成30年度当初予算案の概要
公立学校施設の耐震化の状況
平成30年度島根県公立高等学校入学者選抜における一般選抜の結果等
平成29年度学校給食の地場産物活用割合（食材仕入れ状況調査結果）
平成30年３月県立高校卒業予定者の就職内定状況
「島根県立学校における医療的ケア実施体制ガイドライン」の策定

協議事項：教育行政に関する重要な事案または将来教育委員会において議決を要する事案で
教育委員の協議を要するもの
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⑵ 教育現場等の視察
教育現場等の実状を把握することによって、教育課題への認識を深めるとともに、教育委員会

会議における審議に活かすため、学校訪問等の視察を行いました。
学校の管理職だけでなく、その他の教職員や生徒との意見交換も実施しました。

視察年月日 視察先
平成29年９月27日(水) 益田翔陽高校
平成29年11月10日(金) 邇摩高校
平成29年12月19日(火) 松江東高校
平成30年２月８日(木) 出雲高校

⑶ その他の活動
① 各種会議への出席

全国都道府県教育委員会連合会、中国五県教育委員会委員全員協議会などに出席し、教育行
政に関する情報収集に努めるとともに、他の都道府県の教育委員との意見交換を行いました。

開催年月日 会議名 開催地
平成29年７月10日(月) 全国都道府県教育委員協議会 京都府

７月11日(火) 全国都道府県教育委員会連合会総会
平成29年７月25日(火) 中国五県教育委員会委員全員協議会 広島県

７月26日(水)
平成29年10月26日(木) 都道府県・指定都市教育委員研究協議会 東京都
平成30年２月５日(月) 全国都道府県教育委員協議会 東京都

全国都道府県教育委員会連合会総会

② 国体選手の激励
７月を国体選手競技力レベルアップ月間と定め、各競技の強化練習会、強化試合の会場を訪

問し、選手の激励を行いました。

激励年月日 競技名 会場
平成29年７月９日(日) バスケットボール 松江市
平成29年７月９日(日) 剣道 出雲市
平成29年７月16日(日) 卓球 出雲市
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２ 平成29年度教育委員会の特徴的な動き

島根県教育委員会が行った平成29年度の取組、事業において、次に記載する特徴的
な動きがありました。

① 教育の質の向上と教員の働き方改革との両立に向けた議論スタート

ビジョン21の施策番号
１－（１）学力の育成
４－（７）学び続ける教員の育成と学校マネジメントの確立

１．目的・ねらい
・教育基本法などで求められている学力の３要素｢知識・技能の修得｣｢思考力・判断力・表
現力｣｢主体的に学習に向かう意欲・態度｣をバランスよく育むために、学校教育の質の向
上を図っていくことが急務となっている一方、勤務実態調査から多くの教員が長時間勤
務を行っており、多忙感を持っているという実態が判明している。

・この「教育の質の向上」と「教員の働き方改革」という二つの課題を一体的に捉え、学
校現場の士気を高めながら、その両立を図るための施策を総合的に講じていく必要があ
る。

２．平成29年度の実施内容
⑴ 市町村教育委員会及び県立学校長、小中学校長との意見交換等で、「教職員のワーク・
ライフ・バランスを図っていくことが大切であり、それが、島根の子どもたちに質の高
い教育を提供する基盤になる」という働き方改革についての基本認識を共有し、働き方
改革への具体的取組等について検討を開始

⑵ 県立高校において以下の施策を総合的に検討し、平成30年度予算に繋げた。
① 中山間地域・離島の県立高校への教員配置
② 教員の多忙・多忙感の解消を図るための「業務アシスタント」配置
③ アクティブラーニング型授業への転換を進めるツールとして、また教員の負担軽減を
図るため、県立高校の普通教室にＩＣＴ環境を整備

④ 再任用短時間勤務教員の活用による教科指導力、課題研究の質の向上

３．平成29年度の成果・評価
⑴ 市町村教育長会議や県立学校長会議等の場で時間外勤務の実態把握の手法、学校行事の
見直し、完全休養日の確保などについて議論するなど、島根県版「教職員の働き方改革
プラン」の策定に向けた準備体制を整えることができた。

⑵ 教科横断的に学校全体の教育魅力化を束ねる役割を担う主幹教諭、及び、国の基準によ
る教員定数では教員を充分に確保できず未開設となっている科目を開設するために、教
員を配置する体制を整えることができた。

⑶ 県立高校７校（松江北高校、松江南高校、松江東高校、松江工業高校、出雲高校、大社
高校、浜田高校）において業務アシスタントを配置するための体制を整えることができ
た。

⑷ 全県立高校の普通教室にタブレット端末、プロジェクター、実物投影機、遮光カーテン
等のＩＣＴ環境を整えるためのロードマップを策定することができた。

⑸ 県立高校６校（普通高校、専門高校）に９名の再任用短時間教員を加配措置することで、
若手教員への教科指導、専門技術の伝承を可能にする体制を整えることができた。

４．今後の課題・対応
⑴ 「働き方改革プラン策定」に向けて以下の３点の検討・研究、及び県全体の働き方改
革の在り方を検討する業務改善推進委員会を設置し検討
① 時間外勤務時間の客観的把握の手法の検討
② 時間外勤務縮減等に向けた数値目標の設定
③ 目標を達成するための手段の検討

⑵ 主幹教諭等の配置による効果の検証と拡充に向けた検討
⑶ 業務アシスタント配置による効果の検証と拡充に向けた検討
⑷ ＩＣＴ環境整備の実行と効果の検証
⑸ 再任用短時間教員配置による効果の検証と拡充に向けた検討
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② 教育職員・学校事務職員の人材育成基本方針を策定

ビジョン21の施策番号 ４－（７）学び続ける教員の育成と学校マネジメントの確立

１．目的・ねらい
学校を取り巻く課題が多様化・複雑化する状況においては、教職員には個々の力量を高

めていくのみならず、チーム学校の一員として組織的・協働的に対応する力が求められて
いる。
そこで、これからの島根県の教職員に求められる資質能力と、キャリアステージごとに

育成すべき姿を見直し、「育成指標」を包含した「人材育成基本方針」を示す。

２．平成29年度の実施内容
⑴ 「島根県公立学校教育職員人材育成基本方針」の策定

⑵ 「島根県公立小・中・義務教育学校事務職員人材育成基本方針」の策定

３．平成29年度の成果・評価
・島根県の教職員に求められる資質能力や、伸びていってほしい方向性を、より明確に示
すことができた。

・「チームとしての学校」の考え方の下、長年の課題であった学校事務職員の人材育成基本
方針を策定し、事務職員についても系統的な人材育成を進めるための基盤が整った。

・人材育成基本方針の策定に合わせ、平成 30年度に県が実施する研修の見直しを図り、
学校マネジメント力の向上を図る管理職研修や中堅教員研修、学校訪問講座（出前講座）
の充実につながった。

４．今後の課題・対応
・人材育成基本方針の周知のための取組を推進する。
・方針に基づいた具体的な取組を推進する。
・方針策定の効果の検証と、さらなる取組の見直しを行う。

方針１：優れた人材の確保
方針２：研修の充実と支援
方針３：評価システムの活用
方針４：適切な配置・登用
方針５：管理職の育成

方針１：研修の充実と支援
方針２：評価システムの活用
方針３：事務グループ活動の支援
方針４：多様な経験を積むための支援
方針５：新規採用者の支援
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③ 部活動の在り方検討会の議論が始まる

ビジョン21の施策番号 ４－（１１） 生涯・競技スポーツの推進

１．目的・ねらい
学校現場の業務適正化に向けて、国は部活動の負担を軽減することを重点課題として位置づ

け、部活動の在り方について検討を開始。
これを受けて、県においても「部活動の在り方検討会」を設置し、部活動の改善の方向

性や運営体制、望ましい指導の在り方などについての方向性を示し、教員や生徒の負担軽
減を図るための「ガイドライン」を策定する。

２．平成29年度の実施内容
部活動の在り方検討会を以下のとおり開催した。

第１回 部活動の現状を把握するために、国の部活動実態調査に加えて、県で
（8/4） も独自の部活動調査を行うこととした。

第２回
･国の実態調査集計状況と、県の部活動調査結果の概要を報告。

（12/27）
･国の「ガイドライン作成検討会議」の状況や、他県のガイドライン策
定状況、部活動指導員導入状況を説明。

第３回 ガイドラインの項目に対する検討の視点の整理を行った。
（2/15）

３．平成29年度の成果・評価
⑴ 県の部活動調査により課題が見えてきた。
・学校長からは「顧問教員の負担軽減」「顧問の不足」を課題とする意見が多かった。

・部活動担当教員からは「校務と部活動の両立」「自身の指導力の不足」「自身のワーク
ライフバランス」を課題とする意見が多かった。

・生徒と保護者からは「学業と部活動の両立」が課題であるという意見が多かった。

・休養日の設定については、多くの学校で設定しているが、活動時間については中学校、
高校、また平日、休日で時間数にばらつきがある。

・「しまね家庭の日」（毎月第３日曜）について、中学校では休養日としている学校が多
いが、高校では少数であり、考え方に大きな差がある。

⑵ 部活動の在り方検討会の議論の中では、高校においては重点指定校の設置など競技力向
上の観点等もあり、それらも踏まえて中学校と高校それぞれで休養日の設定などの基準
を示すべきなどの意見が出された。

４．今後の課題・対応
平成29年度に実施した調査により見えてきた課題を踏まえて、検討会で引き続き議論を

重ね、「ガイドライン」を平成30年度中に策定する。
また、「ガイドライン」をより実効性のあるものにするために、学校・家庭・地域で共

有されるよう周知・啓発に努める。
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④ 提言「２０２０年代の県立高校の将来像について」が提出

ビジョン21の施策番号
１－（１）学力の育成
４－（４）離島・中山間地域の教育力の確保

１．目的、ねらい
平成21年２月に策定した「県立高等学校再編成基本計画」に基づき、学科改編や学級数

の見直しなどを実施してきたが、この計画が平成30年度までを対象としたものであること、
及び高校教育を取り巻く環境や求められる教育の質・役割などが大きく変化してきている
ことから、今後の県立高校の在り方について、中長期的な視点で検討する。

２．平成29年度の実施内容
平成28年４月に設置した「今後の県立高校の在り方検討委員会」においては、県教委が

生徒に身に付けてもらいたい力である「主体的に課題を見つけ、様々な他者と協働しなが
ら、定まった答えのない課題にも粘り強く向かっていく力」という学力観、また、高校入
学者選抜改革、高大接続改革や教育の魅力化等をもとに、以下の論点について平成30年２
月までに計17回の委員会を開催し検討していただいた。

⑴ 地域資源を活かし、地域活性化にもつながる島根ならではの高校の魅力化・特色化をど
う進めるか。

⑵ 個性に応じた多様な学びが希望する進路へとつながっていく高校教育をどう実現する
か。

⑶ 基本的な教育環境の整備をどう進めていくか。

※ ⑴については、中山間地域の高校の視察等を通して、地域と学校の連携・協働の取
組状況等を議論。
⑵⑶については、市部の普通科高校や専門高校の在り方等を検討する中で今後の方
向性を議論。

平成30年１月には、パブリックコメントを実施し、広く県民の意見も反映したうえで、
平成30年３月に、提言「2020年代の県立高校の将来像について」が提出された。

３．平成29年度の成果・評価
検討委員会では、大きく以下の３点により提言をまとめられた。
【提言１】地域に根ざした小さな高校ならではの大きな教育効果を全県に広げ、全国に

発信できる島根らしい教育の魅力化を進める。
【提言２】生徒の個性、適正、志向性に応じた多様な学びを追求できる、主体的学習を

促す高校づくりを推進する。
【提言３】提言１、２の実現に向けた教育環境の整備
これらの内容は、これまで中山間地域・離島の町村と県とが連携して取り組み、その成

果が全国的に注目されるに至った高校魅力化・活性化事業を一つの手がかりとされており、
今後さらに「教育の魅力化」の取組を推進することが求められた。
この「教育の魅力化」による教育効果を踏まえ、今後の高校教育の在り方を示すものと

なった。

４．今後の課題・対応
平成30年度は、上記の提言を以下により具体化する。
４～５月 提言の周知（県内５地域で説明会開催）
４～９月 教育庁内に設置した「県立高校魅力化ビジョン策定本部」において、「教育

魅力化推進チーム」と連携・協働しながら「県立高校魅力化ビジョン(案)」
を策定

10～12月 地域公聴会の開催
１～３月 「県立高校魅力化ビジョン」を策定
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⑤ 「教育の魅力化」の推進

ビジョン21の施策番号 ４－（４）離島・中山間地域の教育力の確保

１．目的・ねらい
島根の子どもたちに身につけてもらいたい、これからの社会の中を生き抜いていく力「主

体的に課題を見つけ、様々な他者と協働しながら、定まった答のない課題にも粘り強く向
かっていく力」を育成するために、学校・家庭・地域の連携を図りながら、保育所・幼稚
園・小中学校から高校、特別支援学校等を貫いた一体的・系統的な教育活動を展開し、よ
り魅力的な環境づくりを進め、魅力ある地域づくりへと繋ぐ。

２．平成29年度の実施内容
⑴ 魅力ある教育環境づくり事業
・高校魅力化活動費交付金（11協議会に交付：奥出雲、飯南、吉賀、津和野、海士・西
ノ島・知夫、川本・美郷、邑南、隠岐の島町、雲南、大田、益田）

・教育魅力化支援交付金（９市町に交付：雲南、大田、川本、美郷、邑南、益田、津和
野、海士、西ノ島）

・統括プロデューサー配置費交付金（３市町に交付：大田、益田、津和野）
⑵ 活力を生む人の流れづくり事業
・しまね留学合同説明会（東京・大阪・名古屋・福岡）等を開催

⑶ 持続可能な基盤づくり
・魅力化コーディネーター等の資質向上を目的とした研修会等を開催

３．平成29年度の成果・評価
⑴ 魅力ある教育環境づくり事業
・高校魅力化活動交付金
当初から高校の魅力化に取り組んでいる8校のうち3校の推薦選抜において、地元中学
校からの出願が大幅に増加したり（３校合計H28:１人→H29:19人）、県外入学生数の
高水準が維持される（８校合計H28:118人→H29:115人）など、高校魅力化の取組が県
内外に認知されてきた。

・教育魅力化支援交付金
校種の枠を超えた合同学習会・研修会等の実施、教職員のＩＣＴ活用能力育成研修の
実施、県外からの親子教育移住の実現等が図られた。

・統括プロデューサー配置費交付金
小中高統一カリキュラムの策定委員会開催、子どもと地域の大人との対話の場の設定、
人づくりプログラムの策定等が行われた。

⑵ 活力を生む人の流れづくり事業
・しまね留学合同説明会やＵターンＩターンフェアにおける「しまね留学」ブース出展
（来場者延べ483組913人）、県内複数高校を巡るバスツアー（参加者：28組60名）等
の実施により、県外の意欲を持った中学生等に対し魅力化校のＰＲが図られた。

⑶ 持続可能な基盤づくり
・魅力化コーディネーター研修会（年２回）や学校・市町村等の職員を対象としたシン
ポジウムを開催し、関係者の機運醸成・資質向上が図られた。

４．今後の課題・対応
・成果の出ている離島・中山間地域の高校魅力化の取組を、県内の高校へ波及させると
ともに、地元の保幼・小・中・高校・特別支援学校がつながった魅力ある教育の創出
を進めていく。

・地域を題材にした課題解決学習の実施など、地域と連携したキャリア教育の取組が進
み、地域の活性化に関わりたいといった地域貢献意欲が高まりつつある。こうした取
組を持続的に行い、将来の地域を担う人材育成に繋げていく必要がある。

・地元中学生の入学率は60％前後であるが、地域と協働した教育の魅力化の取組により、
地域の子どもを地域で育てる連携のあり方など、地域での一層の熟議が必要である。
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⑥ 幼児教育の支援体制の検討が始まる

ビジョン21の施策番号 ４－（３）幼児教育の充実

１．目的・ねらい
平成30年度から施行される幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園

教育・保育要領では、「育みたい資質・能力」や「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
が共通して示され、また、３～５歳児の教育のねらいや内容も統一されることから、幼児
教育の支援体制の強化を図り、調査研究・研修支援・情報提供・助言など、幼児教育の支
援を園・所を超えて総合的に実施するための拠点となる幼児教育センターの開設に向け、
研究・検討を行う。

２．平成29年度の実施内容
⑴ 部局を超えた幼児教育支援の取組

幼児教育施設等ごとに所管が異なる現状を改善し、小学校以降の教育と幼児教育を一
体的・系統的に推進するために、「幼稚園、保育所、認定こども園等の幼児教育の研修」
について教育庁と健康福祉部で一元的に実施する体制を整えた。

⑵ 幼児教育の支援体制の研究
幼児教育の先進的な取組を実施している市町村や各都道府県の取組の情報収集を行う

などして、島根県にふさわしい幼児教育の支援体制について研究するなど、幼児教育セ
ンターの設置に向けた検討を行った。

⑶ 本県における幼児教育センターの体制の検討内容
・中山間地域・離島を抱え、県土が東西に長い本県の地理的特徴に即した体制。
・幼児教育施設の保育時間が長いなどの理由から、集合型研修への参加が困難な状況が
あること。

・幼稚園においては、比較的小規模の施設が多く、正規職員数が少ないため教育研究の
深化が困難であること。

・保育所においては、これまで預かりや養護の性格が強く、幼児教育の積極的位置づけ
が図られていないこと、また経験の浅い保育士が多く、人材育成が十分でないこと。

以上を踏まえ、
・全県的に園・所を超えて全ての幼児教育施設等の支援を行うために、幼児教育施設等
の実態に合わせた訪問型の研修支援の充実を図る必要がある。

・また、園・所を超え全ての幼児教育施設等及び小学校との連携を考慮した支援が必要。

このことから、教育指導課に幼児教育スタッフを設置するとともに、松江・浜田教育事
務所に、学校教育の知見を有する指導主事と保育の知見を有する幼児教育アドバイザーを
配置し幼児教育施設等を機動的に訪問指導する体制とした。

３．平成29年度の成果・評価
平成30年度から幼児教育の支援について一元的に実施する体制が整い、就学前教育を推

進する体制が大きく前進した。

４．今後の課題・対応
指導主事等が幼児教育施設等を訪問する中で、収集した優れた実践事例・特色ある取組

など県内外の知見を集約・還元し、島根県の幼児教育の推進を図っていく。
初年度は松江・浜田の２教育事務所に指導主事等を配置したが、取組の状況や現場のニ

ーズ等を把握し、幼児教育の支援体制の充実を検討していく。



- 12 -

⑦ 小・中学校における特別支援教育の充実

ビジョン21の施策番号 ４－（２）特別支援教育の推進

１．目的・ねらい
小中学校に対する支援・相談体制を強化することにより、教員の負担軽減と校内の特別

支援教育体制の整備・充実をめざす。
〔背景〕
⑴ 小中学校において、特別な支援が必要な児童生徒が増加
⑵ 発達障がいのある児童生徒が急増しているが、その障がいの特性が多様である。
⑶ 多様な個性をもつ児童生徒に応じた個別の指導・支援を行いながら、通常の学級や特別
支援学級という学級集団をまとめていく必要があり、教員の負担が大きくなっている。

２．平成29年度の実施内容
⑴ 特別支援教育支援専任教員の配置
特別支援教育に精通した小中学校等の教員を支援専任教員として各教育事務所に配置

〔相談実績〕
・活用学校数197／301校（65.4%） ・相談実数1,025件

〈延べ件数〉

⑵ 特別支援学校センター的機能の強化
センター的機能充実のための教員を１名加配し、更に平成29年度から非常勤代替講師
を配置

年 度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度
相談件数 2,264 2,551 2,606 2,590 2,834

３．平成29年度の成果・評価
⑴ 特別支援教育支援専任教員
学級経営や学習指導等に関する小中学校の相談・依頼に応じて、迅速かつ機動的な支援
を実施できた。

⑵ 特別支援学校のセンター的機能
小中学校からの相談、特に児童生徒の障がいの実態を踏まえた個別の指導・支援方法に
関する専門的な相談に対する支援を実施できた。

４．今後の課題・対応
特別支援教育支援専任教員及びセンター的機能の非常勤代替講師を継続配置すること

により、小中学校の特別支援教育体制の整備を支援していく。
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⑧ 「医療的ケア実施体制ガイドライン」の運用開始

ビジョン21の施策番号 ４－（２）特別支援教育の推進

１．目的・ねらい
平成29年３月に策定した「島根県立学校における医療的ケア実施体制ガイドライン」の

運用を開始し、医療的ケア実施体制の強化・充実を図った。
〔背景〕
⑴ 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、一定の研修を受けた教員が限定解除
された医療行為を行うことができるようになったこと。

⑵ インクルーシブ教育システムが推進される中、特別支援学校以外の学校にも医療的ケ
アを必要とする児童生徒等が増えていくことが想定される。

⑶ 障害者差別解消法が施行され、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供が義務
付けられた。

⑷ 高度な医療行為や一人で複数の医療的ケアを必要とする児童生徒等が増えてきた。

２．平成29年度の実施内容
⑴ 学校看護師の複数配置
日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する特別支援学校５校に対し、学校看
護師を複数配置した。

⑵ 県運営協議会の設置・開催
県立学校における医療的ケアの実施体制に指導・助言をするため、学識経験者、医療・
保健・福祉関係者及び学校関係者による「医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協
議会」を設置し、平成29年９月に開催した。

⑶ 「島根県立学校における医療的ケアのケア別対応表」の作成・通知
医療的ケアの実施者や教員の実施範囲を示し、また、人工呼吸器の対応として学校が備
えておくべき確認事項を例示した。
〔経緯〕
①平成29年６月 第１回ケア別対応表作成ワーキンググループ会
②平成29年８月 第２回ケア別対応表作成ワーキンググループ会
③平成29年９月 「平成29年度医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会」

⑷ 研修等の実施
医療的ケアが安全かつ適切に実施されるために研修等を実施した。
①平成29年５月 第１回医療的ケア担当者会
②平成29年７月 看護師スキルアップ講習会
③平成29年８月 医療的ケア担当者研修
④平成29年８月 第３号研修（教員による医療的ケア実施のための基本研修）
⑤平成30年２月 第２回医療的ケア担当者会

３．平成29年度の成果・評価
⑴ 日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する特別支援学校５校に対し、学校看
護師を複数配置し、安全実施体制を強化できた。

⑵ 「医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会」の指導・助言を受け、「医療的ケ
アのケア別対応表」を作成・通知し、安全実施体制を強化できた。

４．今後の課題・対応
「医療的ケアの実施体制の整備に関する運営協議会」を効果的に活用しながら、学校だ

けでは解決できない課題について指導・助言等の支援をしていく。
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⑨ 世界遺産登録１０周年記念「石見銀山展」の開催

ビジョン21の施策番号 ４－（12） 文化財の保存・継承と活用

１．目的・ねらい
世界遺産登録１０周年を迎えるにあたって、「石見銀山展」を開催することにより、
⑴ 県民に石見銀山遺跡の価値を再認識してもらう。
⑵ 島根県には世界遺産・石見銀山があることを、改めて全国にアピールし、銀山への
来訪意欲を創出する。

２．平成29年度の実施内容
世界遺産登録１０周年記念「石見銀山展 －銀が世界を変えた－」を開催
⑴ 開催期間：平成29年７月14日（金）～９月３日（日）
⑵ 開催場所：古代出雲歴史博物館・石見銀山資料館
⑶ 展示内容・構成
＜古代出雲歴史博物館＞ テーマ：銀でつながる世界
石見銀山が、世界の一体化に与えた影響について理解できるような内容（大航海時代の
国内外の資料を中心に展示）
＜石見銀山資料館＞ テーマ：世界とつながる日本
石見銀山が、大航海時代以降の日本の文化・技術発展に与えた影響について理解できる
ような内容（江戸時代の国内資料を中心に展示）

３．平成29年度の成果・評価
⑴ 目標を上回る多数の来場者により、結果的に、多くの方に石見銀山の価値について理解
していただく機会を提供できたことで、第１の目的は概ね達成できたものと考える。
さらに小・中・高校生の来場者の増加は、次代を担う子供たちに、石見銀山の価値を継

承するという意味でも、一定の効果があった。
⑵ 開催期間中、猛暑により周遊が困難であったにもかかわらず、石見銀山主要施設入込客
数がある程度増加したことは、本展覧会が石見銀山現地のにぎわい創出という第２の目
的の契機にはなったものと考えられる。

①目標を上回る来場者 単位：人
目標数 実績

古代出雲歴史博物館 25,000 26,211
石見銀山資料館 6,000 10,589
合計 31,000 36,800

②小・中・高校生の来場者の増加
古代出雲歴史博物館～前年同時期（７,８月）に開催された企画展の小・中・高校生

来場者数（1,027人）の約５倍（5,302人）
石見銀山資料館 ～前年同時期（７,８月）の小・中・高校生来場者数（307人）

の約５倍（1,495人）
③開催期間中（７月～９月前半）の石見銀山主要施設（龍源寺間歩ほか）入込客数の増
加（前年比116％） 62,965人（H28） →→→ 72,942人（H29）

４．今後の課題・対応
遺跡の価値を再認識してもらい、現地への導線を作りだすという当初の目的については、

概ね良好な成果をあげることができたと考えるが、今後も、これら遺跡の価値の情報発信と
誘客との好循環を生みだしていく取組を継続していく。
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⑩ 県立学校施設等の長寿命化に向けた取組

ビジョン21の施策番号 ４－（８） 安全・安心な教育環境の整備

１．目的・ねらい
平成29年３月末現在、延べ面積で約180万７千㎡の施設を県は保有しており、このうちの

約４割を教育委員会が所管する県立学校等の施設が占めている。
従来どおりの建替による更新では、財政的な負担が大きく困難な状況であるため、施設

の維持管理を適切に実施して建物を長く使うことにより、建替・修繕費用を抑え、計画的
な修繕を実施することにより修繕予算の平準化を図る。

２．平成29年度の実施内容
⑴ 修繕予算の一元化

全庁的な視点での効率的な予算執行を行うため、300万円以上の大規模修繕に係る予算
を管財課に一元化。
※埋蔵文化財調査センター等、県立学校を除く教育委員会所管施設は300万円未満の小
規模修繕予算も一元化。

⑵ 学校施設管理の一元化の試行
施設管理業務（定期点検、10万円未満の小規模修繕等）を県民センターで集約して外

部委託。
・試行対象校 … 飯南高校、邇摩高校、津和野高校
・試行の業務内容 … 施設の定期点検、緊急対応、10万円未満の修繕工事、建築基準

法12条点検（設備）、消防設備点検、貯水槽保守点検、エアコン
フィルター清掃、業者によるトイレ清掃（年１回）

３．平成29年度の成果・評価
⑴ 修繕予算の一元化
・部局の枠にとらわれず施設の状況や緊急性に応じた修繕を実施できるため、年度途中
に生じた緊急な大規模修繕についても対応ができた。
・トイレの洋式化工事など複数校を一括して発注することが可能となり、学校間の整備
水準を統一できるとともに修繕費用の縮減につながった。

⑵ 学校施設管理の一元化の試行
・専門技術者による定期的な点検により、学校職員ではわからない施設の劣化や問題点
を発見し、故障する前に修繕・更新する「予防保全」が行えた。
・10万円未満の修繕工事については、個別に発注した場合に比べて修繕費を大きく節減
できた。

４．今後の課題・対応
・管財課、県土整備事務所、学校と連携し、維持保全計画を毎年見直し、計画的な修繕を
実施する。

・学校施設管理の一元化については試行を行った学校からも継続を望む声があり、試行で
出た課題等を整理して平成31年度から段階的に本格実施できるよう準備を進めていく。
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３ 「第２期しまね教育ビジョン21」取組状況の点検・評価

Ⅰ 教育目標「向かっていく学力」関連

１－（１）学力の育成

【基本方針】
①学校・家庭・地域での学力観の共有
学力（学ぶ力・学んだ力）とは何かという学力観についてわかりやすい形にまとめ、学校・家庭・
地域で共有し、教職員・子どもたち・保護者が共通認識を持って行動することができるよう取り組
みます。
②学ぶ力・学んだ力を高める授業の推進
小学校段階から、学力の基盤となる言語に関する能力をはじめとした基礎・基本の定着を図るなど、
「学んだ力（知識や技能などを身に付けたり、それらを活用したりする力）」を高めるとともに、「学
ぶ力（主体的に学び、向上しようとする力）」を高める授業の工夫・改善を推進します。
③学力調査結果の分析に基づく授業の改善
学校における学力育成策の立案にあたっては、計画、実行だけでなく、その前後の学力調査結果な
どのデータ分析や検証まで含めたＰＤＣＡサイクルとなるようにし、授業の改善に取り組みます。
④教員の指導力向上のための指導・研修の充実
教員の指導力向上のための指導と研修を抜本的に見直し、効果測定を必ず行うなどＰＤＣＡサイク
ルを確立することにより、指導・研修が学校教育の一層の充実につながるよう取り組みます。
⑤家庭学習の充実に向けた取組の推進
家庭学習の必要性やあり方について家庭に対して積極的に情報提供し、情報共有と相互理解の上、
基本的生活習慣の定着や家庭学習の習慣化を図ることを通して、家庭学習の充実につながるよう取
り組みます。
⑥学校のマネジメント力の向上
集中して授業に取り組める良好な教育環境の整備、保護者との信頼関係の構築、学校種間の連携の
推進などを実現するための学校のマネジメント力を高めます。

①学校・家庭・地域での学力観の共有〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・「第２期しまね教育ビジョン21」で示される学力 ・プランに基づく取組や家庭の役割などについ
や「しまねの学力育成推進プラン」に基づく取 て家庭や地域に発信することを通して、学力
組を教育情報紙にまとめ、家庭向けページも 育成についての家庭や地域での理解が進ん
作成して学校に発信した。校長説明会等で「島 だ。
根の子どもたちに身に付けさせたい力」で示し 【今後の対応】
た学力観について共通理解を深めた。 ・今後も、引き続きプランに基づく取組につい
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援 て学校などを通じて家庭や地域に発信してい
学校の保護者〕 く。また、平成29年度より稼働している 「しま
・保護者や地域住民を評価委員とする学校評 ねの教育情報Web（エイオス）」を活用して、
価を全ての学校で実施しており、学力観や学 プランに基づく取組等を直接、家庭や地域に
校での学力育成に関する取組について理解を 向けて発信していく。
図った。
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援
学校の保護者、地域住民〕
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②学ぶ力・学んだ力を高める授業の推進〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・独立行政法人教職員支援機構による次世代 ・大学教授による講演、教職員支援機構の
型教育推進セミナーを県内で開催し、小・中・ 研修協力員による実践報告により、目指す
高・特別支援学校の教員対象に学習意欲の べき具体的な授業の在り方について学び、
向上や学習内容の定着に効果がある授業の 授業改善に取り組む意欲を高めることができ
在り方について研修を実施した。また、県内８ た。
校の算数授業改善推進校による公開授業を活 ･算数授業改善推進校事業などによって、
用して、子どもが主体的に学習に取り組む授 小学校６年生の算数の勉強が好きな割合は
業づくりを県内に広げる事業を継続している。 少しずつ増加しており、取組の成果が表れて
〔取組の対象：小・中・高校・特別支援学校の教 いる。
員〕 ・実践研究校だけでなく、中間報告会などを通
・県立高校４校を実践研究校に指定し、授業、 して他校の教員の学びの場となった。
評価及びカリキュラム設計の在り方等の研究を 【今後の対応】
推進し、研究授業や実践発表を通じてその成 ・県内８小学校での算数授業改善推進校の取
果の普及を図った。 組を推進校から近隣の小学校や中学校へと
〔取組の対象：高校の教員〕 広げていき、学習意欲などの学ぶ力を育む

授業改善を充実させていく。
・高校においては、４校の実践研究校の取組を
授業研究会への参加などを通して全県に広
げていく。

③学力調査結果の分析に基づく授業の改善〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・全国学力・学習状況調査の活用が進むよう、 ・全国学力・学習状況調査に関する説明会を、
各学校が結果を分析・活用するための分析シ 管理職を対象としたことによって、全国学力・
ートを提供した。自校の課題を把握し、個別の 学習状況調査の自校の分析結果を教育活動
指導にあたることを推奨した。 の改善に活用した学校が増えた。
〔取組の対象：小・中学校の教員〕 【今後の対応】
・学校全体で授業改善が進むように、全国調査 ・全国学力・学習状況調査と県学力調査を活
については小・中学校長対象に、県調査につ 用し、ＰＤＣＡサイクルが回せるように、より一
いては学力育成担当者を対象に、学力調査の 層、各学校が学校全体で組織的に授業改善
活用のための説明会を実施し、チーム学校と に取り組むよう促していく。
して組織的に授業改善を図った。
〔取組の対象：小・中学校の管理職〕

④教員の指導力向上のための指導・研修の充実〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・「総合的な学習の時間改善に向けたカリキュラ ・教員研修については、学校における研修時
ム・マネジメント研修」を新設し、県内11市町会 間を確保できるように改善できた。また、管理
場で実施するなど、新学習指導要領の趣旨に 職及び担当教員を対象とした研修の実施に
照らして各研修講座の見直しを積極的に図り より、学校全体で組織的に教育活動を改善
実践することができた。 する契機を提供することができた。
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援 【今後の対応】
学校の教員〕 ・県公立学校教育職員及び県公立小・中・義
・教員の自主研修に対する支援策の一つとし 務教育学校事務職員人材育成基本方針に
て、講師を対象にした「授業力向上セミナー」 規定する育成指標を強く意識しながら、それ
を実施するなどして、研修を通して次代を担う ぞれのキャリアステージに応じた資質・能力
人材育成を図った。 を着実に育成することができる研修講座を企
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援 画・運営する。
学校の教員〕
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⑤家庭学習の充実に向けた取組の推進〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・授業の補充や家庭での学習に使える算数のプ ・小学校において、児童一人一人の課題に応
リントを小学校に配信し、家庭学習等に活用し じたプリントを提供し、各学校において学習
た。 習慣の確立を図る取組が進んだ。
〔取組の対象：小学校の児童〕 ・教育情報紙で家庭学習充実のための取組の
・小・中学校長を対象に全国学力・学習状況調 好事例を発信することで、各学校で家庭学習
査の結果分析説明会を実施し、各学校におけ の充実が図られた。
る学校全体での授業改善の在り方や家庭学習 【今後の対応】
の充実のための方法について協議した。 ・中学生の家庭学習の充実に向けて、授業と
〔取組の対象：小・中学校の管理職〕 家庭学習が一体化するような家庭学習の課

題を提示する工夫等を、各学校が協議する
場を設ける。
・家庭学習の充実に向けた啓発記事を教育情
報紙やしまねの教育情報Web等さまざまな場
で継続して発信していく。

⑥学校のマネジメント力の向上〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・「学校管理職等育成プログラム」に沿い、学校 ・管理職だけでなく全ての教職員が、学校マネ
マネジメントを中心とした管理職研修を実施し ジメントを意識して教育活動に取り組む必要
た。 があるという意識が高まった。
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援 【今後の対応】
学校の教員〕 ・教職員に対して体系的、計画的に学校マネ
・ミドルリーダー宿泊研修や主任等研修におい ジメント、校内人材育成の重要性の理解を図
てマネジメント力育成に関わる内容を強化し る。具体的には、「人材育成基本方針」の育
た。 成指標に示す各キャリアステージに位置
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援 付けられる全ての受講者に対して、学校
学校の教員〕 マネジメントの趣旨を意識した研修講座
・新任教職員研修、６年目研修、11年目研修に を実施し、その理解を図る。
おいて段階的に学校マネジメント研修を実施
した。
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援
学校の教員〕

※「学力の育成」に関する次の項目については、「平成29年度教育委員会の特徴的な動き」として記載しまし
た。
○教育の質の向上と教員の働き方改革との両立に向けた議論スタート：６ページ
○提言「2020年代の県立高校の将来像について」が提出：９ページ

【総合評価】
学力の育成については、市町村と連携・協働することで、学力育成推進プランの３つ

の柱（「授業の質の向上」、「家庭学習の充実」、「学校マネジメントの強化」）に基づく取
組を推進していく必要がある。
学力調査の自校の分析結果を活用したチーム学校としての組織的な教育活動の改善は、

定着しつつある。この動きが確実なものとなるように、研修等の充実を一層図っていく
必要がある。
中学校における「家庭学習の充実」に関する課題については、各学校での取組の好事

例を発信し、お互いが情報交換できる場を設定するなどの改善を図っていく。



- 19 -

１－（２）ものづくり活動の推進

【基本方針】
①小・中学校におけるものづくり活動の推進
ものづくりの楽しさや喜びを体験させる中で、技術に関する理解を深め、技術を適切に活用できる能力や実
践的な態度の育成に取り組みます。
②専門高校における産業人材の育成
本県のものづくり産業を担う人材を育成するため、専門高校を中心に、高等学校でのものづくり教育を推進
します。また、技術の高度化の進行に対応するために、より専門的な知識や技能を持つ人材の育成に取り組
みます。

①小・中学校におけるものづくり活動の推進〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・社団法人島根県建設業組合連合会の協力によ ・小中学生がものづくりの楽しさを体験し、地
り、小・中学校でものづくり教室を実施した。 域産業への理解を深めることができた。
〔取組の対象：小・中学校の児童・生徒〕 【今後の対応】
・島根県技術・家庭科研究会の主催する中学生 ・地域の団体、教育研究会と連携を深め、も
ものづくり競技大会を後援するなど、生徒のも のづくり活動の推進を図っていく。
のづくり活動への参加を促進した。
〔取組の対象：中学校の生徒〕

②専門高校における産業人材の育成〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・生徒が地域や地元企業と連携し、課題解決学 ・本事業の実施により、地元企業との連携が
習に取り組む 「産学官連携による課題研究事 進み、生徒の専門知識や技術の習得を図る
業」を、専門高校を対象として実施した。（実績 ことができた。
：16校、61テーマ） 【今後の対応】
〔取組の対象：高校の生徒〕 ・地元企業との連携を一層強化し、地域産業

を支える人材の育成を図る。

【総合評価】
各校種において、地元企業・団体等と連携が進むことにより地域理解が進むとともに、

勤労観・職業観の育成につながってきている。
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１－（３）情報教育の推進

【基本方針】
①調べ学習やＩＣＴ機器を活用した授業等による情報活用能力の育成
学校図書館を活用した調べ学習やＩＣＴ機器を活用した授業等を通して、情報を活用する力を育みます。ま
た、インターネット等を活用し、全世界とつながり、国内外の多様な人々との交流を図る学校活動を展開しま
す。
②教員の情報活用能力の向上
学校の情報化の基盤となる教員の情報リテラシー及びＩＣＴ機器の活用能力を向上させる研修の充実を図り
ます。
③情報モラルの育成と保護者への啓発の推進
情報化の弊害について、学校、家庭や警察などが連携し、小学校の早い段階から子どもたちに対して危険
性の周知や情報モラルの育成に取り組むとともに、保護者への啓発などを行います。
④インターネット利用上の課題に対応するネットパトロールの実施
インターネット上の掲示板、ＳＮＳ等における誹謗中傷やいじめ等の課題に対応するため、引き続きネットパト
ロールを行います。

①調べ学習やＩＣＴ機器を活用した授業等による情報活用能力の育成〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
･学校図書館活用教育研究事業研究校を13校指 ・学校図書館を活用した調べ学習は、学校現
定し、図書館を活用した調べ学習を進め、Ｉ 場で浸透してきている。各教科等において
ＣＴ機器等を利用した表現活動に取り組ん 図書館を活用した授業が行われており、児
だ。公開授業により近隣の学校に情報活用能 童生徒の情報活用能力の伸長や教職員の
力の育成を図る好事例を発信した。 学校図書館活用教育への理解の深化など
〔取組の対象：小･中学校の児童・生徒〕 の成果が見られる。
･高校では情報の授業等において、ＩＣＴ機器 【今後の対応】
を活用し、調べ、まとめ、表現する授業を進 ・研修会や公開授業等を通して、学校図書館
めている。 活用教育研究事業における研究成果を広く
〔取組の対象：高校の生徒〕 公開し、引き続き学校図書館活用教育の普

及に努め、児童生徒の情報活用能力及び
思考力・判断力・表現力の育成を図ってい
く。
･高校の全ての普通教室にＩＣＴ機器を整備
し、ＩＣＴ機器を活用した生徒の情報活用能
力の育成を図る。

②教員の情報活用能力の向上〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・県教育センターにおいて、教員を対象とした情 ・H28「学校における教育の情報化の実態等
報活用能力向上研修の質の向上を図った。 に関する調査」では、「教材研究などにＩＣＴ
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援学 を活用する能力」が81.6％（全国平均84.0
校の教員〕 ％）、「児童・生徒のＩＣＴ活用を指導する能

力」が71.7％（全国平均75.0％）となってお
り、いずれも全国平均を下回ったため、更な
る研修の充実が課題である。
【今後の対応】
・ICT機器の整備に合わせて指導主事が各高
校を訪問し、活用方法等の研修を行う。
・県教育センターの出前講座の充実を図ると
ともに、学校現場のニーズに応じた情報活
用能力向上研修を実施する。
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③情報モラルの育成と保護者への啓発の推進
〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・児童生徒の実態を踏まえ、保護者向けの情報 ・はめ込み型コンテンツを提供することで、学
モラル教育啓発資料（定期リーフレットや各学 校独自の文書に挿入できるようになり、啓発
校ごとで活用できるプリントはめ込み型コンテン への取組を推進することができた。
ツ）を作成し、県内すべての学校に提供した。 【今後の対応】
〔取組の対象：小･中･高校･特別支援学校の児童 ・今まで作成してきた啓発資料をまとめて学
・生徒・教職員・保護者〕 校に提供することで、適宜現場の実情に応

じて、利用できるようにし、情報モラル教育
について一層の推進を図る。

〔保健体育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・メディアの専門家が学校へ出向き、子どもや ・メディア使用について、子どもが自己決定し、
保護者、教職員に対して過度なメディア接触 行動選択することの重要性の啓発に努めた
による健康被害等の実態や対策について講義 が、携帯電話やスマートフォンを平日１日１時
・授業を行った。 間以上使っている児童生徒の割合を減少さ
○メディア専門家派遣校 せることはできなかった。（小学６年：13.8％→
平成27年度：71校 14.9％、中学３年：41.3％→42.5％）
平成28年度：62校 ・幼少期からのメディア接触が成長発達に及
平成29年度：82校 ぼす影響について、保護者への啓発が十分

・専門家のネットワークづくりを進め、関係部局 できなかった。
と連携しながら、各学校の状況に応じた講師を 【今後の対応】
派遣した。 ・メディア接触の問題、依存症の対応や眠育
・メディア依存症治療に携わる講師を招き、生 について、広く県民が課題意識を共有できる
徒、教職員、保護者、地域、行政関係者を対 ような展開の在り方について検討していく必
象とした「子どもとメディア講演会」を中学校で 要がある。
実施した。 ･キャッチフレーズ「しつのよいまなびとね
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小・中・高校・特 むり しまねの子」を掲げ、メディア専門
別支援学校の幼児・児童・生徒・保護者、教員〕 家派遣事業に健康とメディア学習教材を使

用したり、教材を全学校等に配付したりし
て教材の活用を進めることにより、メディ
ア使用についての子どもの自己決定力を高
めていく。
･文部科学省委託「早寝早起き朝ごはん」フ
ォーラム事業により学校・家庭・地域と連
携した子供の基本的な生活習慣の維持・向
上、定着を図る。

④インターネット利用上の課題に対応するネットパトロールの実施〔教育指導課〕
事業終了

【総合評価】
情報活用能力の育成が一部では進みつつあるが、その成果の県内普及を図っていくこ

と、教員の情報活用能力をさらに向上させることが必要である。また、情報モラルの育
成や保護者への啓発の推進についても、引き続き推進していく必要がある。
小学校就学前の幼児とその保護者に対してメディアとの上手な付き合い方を啓発して

いくことが必要である。
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１－（４）読書活動の推進

【基本方針】
①読書習慣の確立に向けた取組の推進
学校・家庭・地域において、子どもたちが本に親しみ、読書の楽しさを感じることができる活動・
機会を充実させるとともに、子どもたちの読書活動を支える人材や環境を整えるなど、読書習慣の
確立に向けた取組を推進します。
②学校図書館の充実・活用の推進
県立学校や市町村における学校司書等の配置の促進により、「人のいる学校図書館」の環境を整える
とともに、地域のボランティア等の協力を得て学校における読み聞かせの取組を推進します。
③学校図書館を活用した情報活用能力の育成
学校図書館を各教科等で活用することを通して、情報を適切に活用して思考・判断・表現する力を
育成します。

①読書習慣の確立に向けた取組の推進〔社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・ 「子ども読書県しまね」の実現に向け、各市町 ・しまね子ども読書フェスティバルでは、各公
村教育委員会及び公共図書館等に企画公募 共図書館等が主体となり、読書ボランティア
し、県内３箇所でしまね子ども読書フェスティバ によるブックトークや地元にゆかりのある本
ルを開催した。 を題材としたブックカフェなどの活動が行わ
・未就学児の読書習慣の定着を目指し、県立図 れ、子ども読書活動の普及・啓発を図ること
書館に配備し、全市町村に寄託している「しま ができた。
ね子育て絵本」について、引き続き、幼稚園、 ･平成30年４月調査では「しまね子育て絵本」
保育所、その他未就学児が集まる施設等で活 は、ほぼ100％の幼稚園や保育所に周知が
用した。 図られ、約42％の幼稚園や保育所が利用し
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小・中・高校・特 ており、親子読書の楽しさや、乳幼児期の
別支援学校の幼児・児童・生徒〕 読み聞かせの重要性について普及・啓発が

図られた。
・親子読書アドバイザーによる読書普及活動
を通して、未就学児が本に触れる機会を充
実させることができた。
【今後の対応】
・今後も、これらの活動を通し、各地域での子
ども読書活動がより推進されるよう、取組を
促すとともに支援をしていく。

②学校図書館の充実・活用の推進
〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・県内全小中学校の学校図書館を「人のいる学 ・公立小中高校では学校司書等が全ての学校
校図書館」にするために学校司書等配置事業 に配置され、勤務時間も徐々に長くなり有効
を実施し、各市町村に対して財政支援を行っ に活用されている。
た。また、全ての県立高校に学校司書を配置 ・11学級以下の学校における司書教諭の発令
している。 率は小学校77％、中学校74％、高等学校6％
〔取組の対象：市町村、高校〕 となっている。(12学級以上は必置)
・学校図書館活用教育を推進するために司書 ・読書が好きと回答する児童の割合が72％と
教諭養成の支援を行い、小中高の司書教諭の 全国（74％）より低く、課題である。
発令率を高めた。 【今後の対応】
〔取組の対象：小・中・高校の教員〕 ・今後も、引き続き学校司書の配置及び司書
・教職員や地域のボランティアによる読み聞か 教諭の発令が進むよう市町村、県立高校に
せは、小学校の99％、中学校の58％で実施さ 働きかける。
れた。 ・読書好きな子どもを育てるための研修の充実
〔取組の対象：小･中･高校の児童・生徒〕 を図り、学校における読書活動を推進してい

く。
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〔社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・県立図書館では、学校図書館に配置された学 ・学校図書館に配置された学校司書や学校図
校司書、学校図書館支援員（ボランティア）に 書館支援員を対象に県立図書館が実施した
対する初任者研修等を開催した。 研修によって、学校図書館業務従事者のス
○小・中学校司書研修 キル向上を図ることができた。
・７回開催し、延べ384人が参加 【今後の対応】
○小・中学校司書特別研修 ・今後も、学校司書等の専門性を高めるため
（司書教諭も含む） に人材養成研修を継続して取り組んでいく。
・１回開催し、103人が参加 特に、司書教諭と学校司書との合同研修を
○小・中学校図書館支援員研修 開催するなど、学校図書館活用教育を推進
・１回開催し、14人が参加 していく。
○小・中学校図書館活用教育研修会
（学校司書・司書教諭合同研修）
・４回開催し、延べ158人が参加
○高等学校・特別支援学校司書研修
・１回開催し、29人が参加

〔取組の対象：学校司書・司書教諭・学校図書
館支援員〕

③学校図書館を活用した情報活用能力の育成〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・研究指定校の授業公開や研究指定校の実践 ･学校図書館を活用した課題解決的な学習
集を配付し、学校図書館活用教育の普及を図 は、小中学校で年々浸透してきており、学校
った。 で実施される情報活用能力に係る学習の種
〔取組の対象：小・中学校の児童・生徒〕 類や図書館を活用して授業を行った教科が
・教員を対象とした研修を県内４箇所で実施し、 増えてきており、学校図書館活用教育の普
学校図書館活用教育の普及を図った。 及が進んでいる。
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援学 ・新規司書教諭等や教科担任制の中高等学
校の教員〕 校担当者を対象とした研修により、学校図

書館活用教育における司書教諭の役割に
ついて理解を深めた。
【今後の対応】
・平成29年度より県立図書館に配置した指導
主事も活用し、研究指定校の成果の普及や
教職員研修を通して、学校図書館活用教育
を推進し、さらに情報活用能力の育成を図
っていく。

【総合評価】
学校司書の配置や司書教諭養成の効果により、学校図書館の充実・活用は着実に進ん

できている。学校図書館を活用した情報活用能力の育成は、その成果の県内普及を図っ
ていく必要がある。
また、これまで以上に、学校・家庭・地域が連携して事業を進め、未就学児を含めた

子どもと本をつなぐ活動や、子ども読書を支える人材の育成を行い、子どもの読書環境
を整えていく必要がある。
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Ⅱ 教育目標「広がっていく社会力」関連

２－（１）社会性の育成

【基本方針】
①体験を通した社会と関わる力の育成
子どもたちに人と人との関わりを主眼とした活動を多く経験させ、人間関係を構築する力を育みます。また、
ボランティア活動や地域との協働による体験活動を通して、自己有用感の育成に取り組みます。
②体験活動に関する家庭への意識啓発
体験活動を積むことの有益性について、関係機関が家庭に啓発し、子どもたちのチャレンジを後押ししま
す。

①体験を通した社会と関わる力の育成〔教育指導課、社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・「しまねのふるまい体験活動推進事業」を通し ･体験活動を通して協力し合う大切さ、あいさ
て、生活体験を重視した長期宿泊体験、地域 つや公共心の重要性、協調性やコミュニケー
と連携したボランティア活動、地域での世代間 ションの力について学ぶことができた。
交流等による体験活動などに取り組んだ。 ･長期宿泊体験は、豊かな人間性・社会性を育
・青少年の家、少年自然の家において小学校 むだけでなく、いじめ問題、学力向上といっ
の長期宿泊体験（３泊４日）を受け入れ、研修 た課題にも有効である。
プログラムの作成や実際の体験活動における ･体験活動の進め方によって、学びの効果に
助言・支援を行った。 違いがあらわれることについて、指導者への
・少年自然の家において、小学校や特別支援 理解を図るとともに、研修プログラムに反映さ
学校の指導者を対象とした研修会や、プログ せることができた。
ラム立案支援を行い、各校のねらいに応じた ・放課後子ども教室における異年齢集団との
活動やモデルプログラムの提案を行った。 交流や体験活動を通して、協調性やコミュニ
・203小学校区中、148小学校区（72.9％）で開 ケーション力の向上を図ることができた。
設された放課後子ども教室において、放課後 【今後の対応】
や週末等に地域住民の参画を得て、年齢の異 ・さらに学校や地域へ、成果についての広報
なる子ども同士による体験活動が実施されるよ 等を行い、一層の啓発を図っていく。
う、支援を行った。 ・公民館等社会教育施設と連携しながら、多
〔取組の対象：小・中学校の児童・生徒〕 様な体験の場を提供していく。

・長期宿泊体験については、成果等を各校や
各市町村へ青少年の家と少年自然の家職員
が中心となって説明・啓発することによって普
及を図っていく。
・放課後子ども教室については、今後も就学
児童が放課後等に多様な体験・活動を行うこ
とができるよう、各市町村の状況に応じた支
援を行う。

②体験活動に関する家庭への意識啓発〔社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・青少年の家、少年自然の家において実施した ・県立社会教育施設等における様々な学習
家族を対象とした体験事業は、親子合わせて98 活動を通して、体験活動の持つ有益性を保
0人の参加者があったほか、体験活動の必要性 護者等へ広めることができた。
や効果等を広く広報・啓発した。 【今後の対応】
・親学プログラムにおいて、体験活動をテーマと ・アンケートから読み取れる保護者の満足度
した学習プログラムを提供した。 や体験活動に対する評価と必要性について
〔取組の対象：親子、保護者、研修参加者〕 広く啓発していく。また、様々な体験活動の

中で子ども向けプログラムと並行して保護者
向けに親学プログラムを活用した研修の機
会を設定するなど、親学プログラムの更なる
普及、啓発を進める。
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【総合評価】
学校教育、社会教育のそれぞれの場で、体験活動の場が提供され、社会性を育む上で

体験活動の有益性について理解が深まってきている。
また、保護者に対しても、様々な体験や学習の機会の提供などを通じて、体験活動の

有益性やその必要性について広報・啓発することができた。ただし、参加者の固定化も
見られるので、周知方法や研修内容等について更に工夫していく必要がある。
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２－（２）コミュニケーション能力の育成

【基本方針】
①言語活動の充実
言語に対する関心や理解を深め、自分と周囲の人や物事との関係性を理解する力を育むため、小学校段
階から、子どもたちの言語活動の充実を図ります。
②集団活動等を通した他者と関わる力の育成
授業や様々な活動での集団において、対話やディスカッション、身体表現等を取り入れることを通して、人間
関係やチームワークを形成したり、合意形成・課題解決したりする力を育みます。

①言語活動の充実〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・共通して指導すべき言語活動と教科特有の言 ・全国学力・学習状況調査（学校質問紙）結
語活動を整理し、「言語活動の充実Ｑ&Ａ」、「平 果から見ると、言語活動の取組は数値が伸
成29年度各教科等の指導の重点」、「平成29年 びており、全国との差も小さくなっている。し
度教職員研修の手引き」等を活用して指導や研 かし、校内における全教職員による言語活
修を実施し、学校全体で言語活動の充実を図 動についての話し合いは十分とは言えな
った。 い。
〔取組の対象：小・中・高校の教員〕 【今後の対応】
・児童生徒の言語に関する能力を育むため、小 ・校内での授業における言語活動の充実に
学校学校図書館活用教育講座を松江で開催、 係る研修を実施し、児童生徒のコミュニケー
また中高図書館活用教育研修を県内３カ所で ション力を育成することにつなげていく。
実施した。
〔取組の対象：小・中・高校の教員〕

②集団活動等を通した他者と関わる力の育成〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・集団活動等を通した他者と関わる力の育成に ･全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙）
大きな役割を果たす特別活動の充実に向け、 において「他者と折り合いをつけるなどして
「平成29年度各教科等の指導の重点」で特別 話し合い意見をまとめること 」を問う質問に
活動の指導のポイントについて発信した。また、 対する肯定的回答が、小学校50％、中学校
望ましい集団活動や体験的な活動を通して、よ 45.4％に留まり、課題がある。
りよい人間関係を築く力や社会に参画する態度 【今後の対応】
を育むための指導が充実するよう、教員研修や ･「平成30年度各教科等の指導の重点」の特
訪問指導を行った。（特別活動講座H29.６ .２島 別活動編で、いわゆる学級会である学級活
根県教育センターにおいて実施） 動（１）の充実を重点に据え、さらに指導して
〔取組の対象：小･中･高校の教員〕 いくことを確認する。また、話し合い活動を

通して、合意形成する力の育成を図る。

【総合評価】
教員に対しては、ねらいを明確にした効果的な言語活動が行われるよう、研修や指導

を行っていく必要がある。また、特別活動における話し合い活動を重点に据え、合意形
成する力の育成を図る必要がある。
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２－（３）国際理解教育の推進

【基本方針】
①国際理解のための取組の充実
子どもたちの他の国の歴史や文化に対する寛容な態度や、国際的な課題を解決しようとする意欲を育むとと
もに、地域や本県の課題を国際的な視野に立って考える力を育む授業の工夫・改善を図ります。
②国際化に対応するための言語能力の育成
小学校では、外国語活動などを通して英語に慣れ親しみながら世界の人々や異文化に対する理解を深め、
中学校・高等学校では、外国語科において英語を使って思いや考えを伝え合うことができる言語能力を育成
するなど、小学校から高等学校までを見通しながら、国際化に対応できる基礎的な言語能力の育成を推進し
ます。
③早期の英語教育実施への対応
今後検討される早期（小学校中学年）の英語教育実施に対応するための準備を行います。

①国際理解のための取組の充実〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・教育指導課及び県立学校17校にＡＬＴ（外国語 ・ＡＬＴの配置により授業の中で英語に触れ
指導助手）18名を配置し、配置校だけでなく訪 たり、英語を通して十分なコミュニケーション
問校も含め、全県立学校においてＡＬＴを活用 をとる機会を提供することができた。
した授業を行った。 【今後の対応】
〔取組の対象：高校・特別支援学校の児童・生 ・各配置校からの活用状況報告をもとに、取
徒〕 組の充実を図る。今後、通信制高校への派

遣についても研究していく。

②国際化に対応するための言語能力の育成〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・英語教員の英語力及び指導力向上のため、 ・平成29年度「英語教育実施状況調査」結果
「英語指導力向上研修」、「英語教員等の英語 から、授業中の発話の半分以上を英語で行
力向上研修」などの教員研修を実施した。また、 っている教員の割合は、中学校で約54％、
「グローバル化に対応した外国語教育研修」も３ 高等学校で約22％という状況である。また、
年目を終え、全ての中学校英語担当教諭及び 英検準1級以上等を取得している教員の割
全ての小学校から１名以上の中核教員が受講 合は中学校33.2％、高等学校56.4％であり、
した。高等学校英語担当教諭の受講率は約90 年々増加し取組の成果が表れている。
％であった。 【今後の対応】
〔取組の対象：小･中･高校の教員〕 ・左記の研修等の成果を活かし、学習指導要

領で求められる英語力を身に付けるための
授業改善に努める。
・Apt is Genera lの団体受験を引き続き実施
し、教員の英検準１級以上等取得率を高め
る。外部検定試験の費用の一部助成も継続
する。

③早期の英語教育実施への対応〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・小中高を通じた英語教育において指導と評価 ・研究指定校において、単元配列表の作成
の改善を図るため、研究指定校での研究や県 や指導法改善のため研究を進めることがで
内の教員を対象にした研修会を行った。 きた。
〔取組の対象：小・中・高校の教員〕 【今後の対応】
・地域のすばらしさ等について発信できる力を育 ・小･中･高をつなげる「ＣＡＮ－ＤＯリスト」の
成するための地域教材を作成した。 見直しや地域教材の活用方法について研
〔取組の対象：小・中・高校の教員〕 究を進める。
・小・中・高をつなぐ「CAN-DOリスト」の形での学
習到達目標の完成に向け、実際の児童生徒の
姿と比較検証を行った。
〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒〕
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【総合評価】
英語に対する児童生徒の興味関心を高め、学習指導要領で求められる英語力を身に付

けさせるために授業改善に努める。また、授業中の半分以上を英語で行う教員の割合に
課題が見られるため、課題の克服に向けて、教員研修等で指導力向上を図る必要がある。
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２－（４）ふるさと教育の推進

【基本方針】
①ふるさと教育の発展的な取組の推進
小・中学校で取り組んできた、地域の「ひと・もの・こと」を活用したふるさと教育を、就学前か
ら高等学校までの一貫性のある取組に発展させ、発達の段階に応じたふるさと教育の充実を図りま
す。
②学びの質を高める指導の充実
ふるさと教育が学習の深まりを意識した取組となるよう、指導の充実を図ります。

③地域との連携による活動の充実
公民館等を中心とした、地域全体の学校を支援する体制を充実させるとともに、地域との協働によ
る体験活動を通して、将来、地域で活動しようとする意欲を喚起します。
④地域の課題に対応した取組の充実
医療人材等の地域の担い手育成など、地域の課題に対応した取組の充実を図ります。

①ふるさと教育の発展的な取組の推進〔社会教育課、文化財課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・家庭・地域と連携して、ふるさと教育を実施する ・全小中学校において、総合的な学習の時
ため、市町村に対し、全小中学校を対象とする 間等を使って年間35時間以上のふるさと教
交付金を助成した。 育を実施し、地域に対する愛着や誇りを育
・小中９年間を通した発展性・系統性のある「ふる むことができた。
さと教育」を実施するため、中学校区単位で作 ・市町村に対する交付金により、取組の成果
成された全体計画をもとに各校で「ふるさと教 発表や「教育魅力化」や「キャリア教育」との
育」が実施されるよう指導・助言した。 関連性も考慮した活動も生まれており、地域
・公民館で行う地域住民（大人）を対象とした「ふ の教育資源を生かした特色ある教育活動の
るさと」を学ぶ講座や学校と連携した多世代交 推進を図ることができた。
流による学習を支援した。 ・26校、約700人の児童生徒が、学校周辺の
・小・中・特別支援学校において、地域の歴史を 遺跡を見学したり、土器等に触れることで地
学ぶ体験学習として、文化財子ども塾を実施し 域の文化財を身近に感じる機会を提供でき
た。 た。
・古代出雲歴史博物館では、博学連携プログラ ・古代出雲歴史博物館の博学連携プログラム
ムにより小・中・高校の利用促進を図った。 には小・中・高等学校あわせて101校、約5,7
〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒、教職 00人の利用があり、県内の児童・生徒に対
員、地域住民〕 し、郷土の豊かな歴史文化を理解してもらえ

る場を提供できた。
【今後の対応】
・全中学校区で作成された全体計画を見直し
つつ、学校、家庭、地域がそれぞれの役割
を認識し、連携して発展的な「ふるさと教育」
を展開する。
・地域課題の解決や地域に貢献しようとする
「地域を支える次世代」の育成を図るため、
従来の小中学生に加え、就学前の子どもか
ら高校生、大人までを対象に、ふるさと教育
を推進する。
・子どもたちが島根への愛着や誇りを持つよ
う、校種間の連携を深めながら地域の教育
資源（ひと・もの・こと）を有効活用していく。
・地域の実情に合わせた活動となるよう、市
町村での議論を促していく。
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②学びの質を高める指導の充実〔教育指導課、社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・各教科等の「ねらい」を達成するため、地域の ・教職員を対象とした研修会を開催すること
教育資源（ひと・もの・こと）を有効活用するよう で、指導の充実に向けた取組の推進を図る
指導・助言を行った。 ことができた。
・教職員を対象としたふるさと教育の研修会を開 ・ネットワーク会議、中学校区ふるさと教育推
催するとともに、各教育事務所及び市町村派遣 進連絡会議等により、教職員間でふるさと
の指導主事、社会教育主事が指導・助言・支援 教育に関する情報の共有及び共通理解を
を行った。 図ることができた。
〔取組の対象：幼・小・中・高校の教職員、市町村 【今後の対応】
事業担当〕 ・指導主事と社会教育主事が連携し、引き続

き各小中学校への指導助言を行っていく。
・今後も発達段階に合わせ、「教育魅力化」、
「キャリア教育」との関連性も踏まえるなど、
幅広い視野でふるさと教育を捉えることがで
きるよう、学習活動の充実を図るとともに、研
修や指導・助言・支援の在り方について検
討する。

③地域との連携による活動の充実〔社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・中学校区の活動支援体制のネットワーク化を図 ・市町村への交付金により、公民館等におい
るために、市町村に対し、中学校区の支援体 て、地域の実態に応じた「学校の取組を深
制、組織を対象とする交付金を助成した。 化・発展・補完する事業」や「支援体制のネ
・中学校区単位で育てたい子ども像を共有した ットワーク化に向けた取組」を促進すること
複数の公民館が、連携して「公民館ふるさと教 ができた。
育推進事業」の取組を27の中学校区で実施し ・学校支援協力企業等の理解・協力が進ん
たほか、実践事例集を配布して広く情報発信し だ。
た。 【今後の対応】
・学校の教育活動を支援する企業等を募り、学 ・今後も、推進地区の取組の紹介や地域にお
校支援企業等として登録を促し、情報をホーム ける「ふるさと教育」の重要性を周知すること
ページに掲載した（平成29年度末の学校支援 で、地域が主体となった「ふるさと教育」の
協力企業等登録数357社・団体）。 拡充を図っていく。
〔取組の対象：社会教育実践者・ボランティア、 ・ふるさと教育の推進体制を確立するため、
公民館等職員、小・中学校の教職員、企業・団 教職員・指導者・ボランティア研修の実施等
体等〕 により市町村への支援を行う。

④地域の課題に対応した取組の充実〔社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・地域課題に対応したふるさと教育の参考として ・「介護の仕事」に関する副読本を配布したこ
もらうため、「介護の仕事」に関する副読本を希 とで、「介護」や「地域医療」における人材確
望する学校に配布した。 保を地域課題と捉え、独自に取り組む市町
・医療政策課の島根県地域医療教育推進事業 村が生まれており、地域課題に対応した取
費補助金の活用を市町村に働きかけ、12市町 組の充実が図られた。
において福祉部局と教育委員会の連携による 【今後の対応】
「地域医療」をテーマにした学習を実施した。 ・今後も、それぞれの地域課題について市町
〔取組の対象：小・中学校の児童・生徒、教職員〕 村が主体的に取り組めるよう、情報提供など

の支援を行う。
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【総合評価】
小中9年間を通した系統性・発展性ある「ふるさと教育」を進めることができた。今後

は、就学前から高校生、大人までの「ふるさと教育」を充実し、地域課題の解決や地域
に貢献しようとする「地域を支える次世代」の育成を図る。「教育の魅力化」や「キャリ
ア教育」との関連性・連動性を意識した取組となるよう、市町村や学校への働きかけが
必要である。
また、「公民館ふるさと教育推進事業」を実施した地域では、中学校区単位での支援体

制のネットワークづくりや大人を対象とした「ふるさと教育」の充実を図ることができ
た。今後は、取組成果をさらに県内に広げ、支援体制の充実、支援者の発掘、育成を図
る必要がある。
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２－（５）学び直しや就労に向けての支援

【基本方針】
①課題を抱える在学中の子どもへの支援の充実
引きこもりや不登校等の状況にある子どもが、意欲を持って学校生活を送ることができるよう、学
校や家庭と連携しながら、一人一人の課題に応じた指導や支援の充実を図ります。
②進路未定者に対する支援の充実
中学校・高等学校の卒業後、または高等学校の中途退学後において進路が未定である子どもが就学
・就労することができるよう、関係部局・機関と連携した支援の充実を図ります。

①課題を抱える在学中の子どもへの支援の充実〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
･スクールソーシャルワーカーを活用して、課題を ･全ての市町村にスクールソーシャルワーカ
抱える児童生徒に対する多面的な教育相談体 ー活用事業の委託をしており、県立学校と
制への支援を行った。 あわせ、県内全ての公立学校で活用できる
〔取組の対象：小・中・高校・特別支援学校の児 体制が図られた。
童・生徒〕 【今後の対応】

･スクールソーシャルワーカーの重要性は年
々高まっている一方、対応する人材の確保
が課題となっており、社会福祉士会等の職
能団体との連携を通して、人材確保につ
いて努めていく。

②進路未定者に対する支援の充実〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・４人の連絡調整員が東部（宍道高校）・西部（浜 ・積極的なＰＲもあり、学校での認知度も高ま
田高校定時制・通信制）を拠点に、中学校卒業 っており、連絡調整員の果たす役割やニー
後や高等学校中退直後における、不登校によ ズも高まってきている。
る引きこもりや家居などの生徒について掌握し、 【今後の対応】
社会参加に向けての連絡調整を図った。 ・今年度も引き続き４人の連絡調整員が東部
〔取組の対象：中学校卒業生・特別支援学校中 （宍道高校）・西部（浜田高校定時制・通信
学部卒業生・高校中退者で進路未定の者〕 制）を拠点に、関係機関との連携の強化を
・平成29年度における学校との連絡調整件数（訪 図っていく。
問等）は518件(H28:312件)、該当の子どもや保
護者への対応件数は185件 (H28:227件 )となっ
ており、ともに増加した。
〔取組の対象：中学校卒業生・特別支援学校中
学部卒業生・高校中退者で進路未定の者〕

【総合評価】
課題を抱える子どもへの支援については、スクールソーシャルワーカー、連絡調整員

ともに活用が進んだ。スクールソーシャルワーカーについては、福祉的な視点からの適
切な助言や関係機関との連絡調整機能を果すことで、子どもが抱える様々な問題の解決
に向けたアプローチの幅が広がってきており、今後もニーズが高まることが想定される
ため、市町村と連携して人材確保と質の向上に努める必要がある。
進路未定者に対する支援についても、連絡調整員の積極的な活動により対応件数が増

加している。関係機関との連携と繋ぎが今後の課題である。
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Ⅲ 教育目標「高まっていく人間力」関連

３－（１）心の教育の推進

【基本方針】
①教育活動全体を通じた道徳教育の充実
道徳の時間の内容を充実させるとともに、学校の教育活動全体を通じた道徳教育を推進することに
より、人間としての生き方の自覚を促し、社会や他者に対する配慮や規範意識、人間尊重の精神と
生命に対する畏敬の念などを育みます。
②体験活動を通じた子どもたちの豊かな心の育成の推進
家庭や地域との連携によるボランティア活動や自然体験などの体験活動を通じて、自分自身の価値
を認識させたり、他人への思いやりなどを育んだりします。

①教育活動全体を通じた道徳教育の充実〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
･平成30年度からの教科化に向けて、各校の校 ･訪問しての研修支援により、小学校教員の
内研修を支援するため、全公立小学校を指導 「特別の教科 道徳」と「教育活動全体を通じ
主事が訪問指導した。 た道徳教育」についての理解を深め、教科
〔取組の対象：小学校の教員等〕 化への準備ができた。

【今後の対応】
･平成3１年度に中学校で教科化される。前年
度となる30年度は県内全ての中学校に指導
主事が訪問して校内研修を支援し、小学校
同様全教職員の道徳教育についての理解
を深める。

②体験活動を通じた子どもたちの豊かな心の育成の推進
〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・しまねのふるまい推進プロジェクトを通して学 ・体験活動を通して、協力し合う大切さ、あいさ
校・家庭・地域が連携し、学校及び地域の実 つ、公共心の重要性や協調性、コミュニケー
態に応じた活動を展開した。 ションの力などについて学ぶことができた。
･音楽、総合的な学習の時間やふるさと教育の ・芸術文化の鑑賞・体験活動によって培われ
中で芸術文化の鑑賞・体験活動を実施した。 た豊かな情操が児童生徒の道徳性の基盤と
〔取組の対象：小・中学校の児童・生徒〕 なった。

【今後の対応】
・小中学校及び各市町村、関係団体へ成果に
ついて情報提供し、普及・啓発を図っていく。
・今後も、音楽、総合的な学習の時間やふるさ
と教育の中で芸術文化の鑑賞・体験活動を
充実させていく。
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〔社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
･公民館ふるまい推進事業により、子どもたちと ・公民館ふるまい推進事業を通じて、異年齢
親や地域の大人との交流による様々な体験活 集団による体験・交流活動が実施され、ふる
動を実施する公民館19館の活動を支援した。 まいの定着を図ることができた。
・ふるさと体験活動モデル事業により、ふるさと ･ふるさと体験活動モデル事業を通して得ら
の「ひと・もの・こと」を活用した宿泊体験活動 れたポイント等をフォーラムや実践事例集に
を実施する公民館６館を支援した。 よって情報発信できた。
・青少年の家、少年自然の家がふるさと体験活 【今後の対応】
動モデル事業を行う公民館等に対して、プロ ・しまねのふるまい推進プロジェクトを通して
グラムの企画や運営に対して専門的な助言、 学校・家庭・地域が連携し、学校及び地域
支援を行った。 の実態に応じた活動が展開されており、今
〔取組の対象：地域住民、研修会参加者〕 後も体験活動を通じて「ふるまい」の定着を

図っていく。
・今後も、各公民館の取組の成果や課題を整
理し県内へ啓発するとともに、多世代による
ふるさと体験・交流活動を推進する。

【総合評価】
学校や地域において、子どもたちの豊かな情操を育む様々な体験活動を実施すること

ができた。
教育活動全体を通じた道徳教育や体験活動により、各学校における道徳教育の充実を

図った。道徳の教科化を踏まえ、各学校の道徳教育の研修を支援していく必要がある。
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３－（２）「しまねのふるまい」の推進

【基本方針】
①子どもたちへの「ふるまい」定着の推進
子どもたちが将来、社会の中で生きていくために必要なあいさつ、礼儀、時間や約束を守るなどの基本的な
「ふるまい」の定着を引き続き図ります。
②県全体での「ふるまい」の推進
県民に県の「ふるまい」の取組についての認知を広め、県全体での「ふるまい」の推進を図ります。

①子どもたちへの「ふるまい」定着の推進〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・地域全体に「しまねのふるまい」を推進する気 ・学校が家庭や地域等と連携し、それぞれの
運を高めるため、11市町村において小中学校 実態に応じた活動が展開され、「ふるまい」
が家庭や地域等と連携を図りながら児童生徒の 定着への取組が広がった。
「ふるまい」を定着させるための体験活動を実施 【今後の対応】
した。 ・ふるまい定着の理解をより進めるため、県と
〔取組の対象：小・中学校の児童･生徒〕 市町村の一層の連携を図る。
・ 「大切にしたい しまねのふるまい」ポスターを ・「大切にしたい しまねのふるまい」ポスター
保育所、幼稚園、小中学校、県立学校等に配 やふるまい推進指導資料（ ５歳児用、小１
付し、実態に応じた活動を支援した。 用）の活用を促し、一層の「ふるまい」定着
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小・中・高校・特 を推進していく。
別支援学校の幼児・児童・生徒〕 ・学校の全教育活動を通して、発達の段階に
・保育所・幼稚園及び小学校と家庭が連携した 応じた活動を推進していく。
取組を行ってもらうため、ふるまい推進指導資
料(５歳児用、小１用)を配付し活用に向け支援
した。
〔取組の対象：保育所・幼稚園、小学校の幼児・
児童〕



- 36 -

②県全体での「ふるまい」の推進〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・様々な広報媒体（ポスター・チラシ、協力団体 ・「ふるまい推進指導員派遣事業」によるふる
用ステッカー、ラジオ）を活用し、「ふるまい」の まい推進指導員を県内101箇所（参加者数3,
周知を図った。 488人）に派遣して指導・助言を行い、「ふる
〔取組の対象：一般県民〕 まい」の定着に対する気運を高めた。
・「しまねのふるまい推進連絡協議会」を開催し、 ・「しまねのふるまい推進連絡協議会」を開催
本プロジェクトの施策展開の方向性、連携・協 することにより、他部局や関係団体等と連携
力の在り方、広報・啓発活動の具体的方策に対 した取組につながった。
して、委員（学識経験者、行政、企業、教育関 【今後の対応】
係者等）それぞれの専門的な立場から意見、提 ・各市町村や各機関と連携し、今後も研修の
言をもらった。 場を確保し、地域全体に 「しまねのふるま
〔取組の対象：小･中学校の児童・生徒・教員〕 い」を推進する気運が高まるよう努めていく。
・保育所、幼稚園、小中学校ＰＴＡ等において ・引き続き、「しまねのふるまい推進連絡協議
「ふるまい」の定着を推進するため、各機関の要 会」を開催するなど、関係団体等と連携し
請に応じて「ふるまい推進指導員」を派遣し、指 て、子どもとその保護者、さらに全ての世代
導・助言を行った。 への「しまねのふるまい」の定着を図る取組
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小・中学校の幼 を進めていく。
児・児童・生徒及び一般県民〕 ・県全体に「ふるまい」を浸透させるため、広
・地域住民を対象とした「ふるまい推進」に関わる 報啓発活動に努めていく。
研修会や学習活動を実施した19箇所の公民館 ・引き続き、学校教育と社会教育との連携・協
等に助成を行い、地域社会での 「ふるまい推 力を密にしながら「しまねのふるまい」の意
進」に向けた意識啓発が行われた。 識を高め、地域での取組を充実させる。
〔取組の対象：地域住民〕
・公民館報等や連絡協議会発行の報告書にふる
まい推進の具体的実践例及び成果を掲載し、
県内の公民館等へ広く発信した。
〔取組の対象：地域住民〕

【総合評価】
学校の全教育活動を通して、ふるまい定着を意識した取組が広がってきた。また、「ふ

るまい推進指導員派遣事業」や公民館等の社会教育施設での取組を通して、保護者や地
域住民の意識の中に「ふるまい」が定着してきている。
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３－（３）人権教育の推進

【基本方針】
①人権が大切にされる教育現場の実現に向けた取組の推進
教職員の人権感覚を高め、一人一人の人権が大切にされる教育現場を実現するための取組を推進す

るとともに、教職員がすべての子どもたちの実態やその背景に目を向け、それぞれの課題を解決して
いく「進路保障」の取組を充実させます。
②地域全体での人権教育の推進
すべての年齢層を対象とした人権問題に関する多様な学習機会の提供などを通して、地域ぐるみで

人権に関する理解や認識を深めていきます。

①人権が大切にされる教育現場の実現に向けた取組の推進〔人権同和教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・新任管理職研修、人権・同和教育主任等研修、 ・ 「平成 29年度人権・同和教育推進状況調
教職経験者研修等において、「人権教育指導 査」によると、８割を超える学校で校内研修
資料第２集～しまねがめざす人権教育（学校教 などの機会に「人権教育指導資料第２集」が
育編）～」（平成27年３月発行）を活用し、「進路 活用されており、また、全ての校種で児童生
保障」の取組がそれぞれの学校で具体的に実 徒の集団づくりのための取組や行政機関と
施されるよう研修内容の充実を図った。 の連携が進むなど、多くの学校で児童生徒
・幼保園１園、小学校２校、中学校２校、高等学 の実態に応じた具体的な「進路保障」の取
校１校、特別支援学校１校を人権・同和教育研 組が実施された。
究指定校・園として２年間指定し、継続的に学 ・研究指定校・園に対して継続的に指導・助
校を訪問して指導・助言を行うなど、各学校・園 言を行ったことにより、教職員一人一人の人
の研究や実践が充実したものとなるよう支援し 権意識が高まるとともに、組織的な取組が進
た。 み、人権・同和教育の充実につながった。ま
・県内全ての市町村を訪問し、学校人権・同和教 た、指定２年目の小学校１校、中学校１校の
育担当者と協議や情報交換を行った。 研究発表会や高等学校１校、特別支援学校
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援学 １校の実践発表などを通して、研究や実践
校の教職員・幼児・児童・生徒〕 の成果を広めることができた。

・各市町村の学校人権・同和教育担当者と協
議を行うことにより、学校の「進路保障」の取
組に対する実態や課題を把握することがで
き、それを踏まえた助言や情報提供を行うこ
とができた。
【今後の対応】
・学校において「進路保障」の取組がより充実
したものとなるよう、県が主催する教職員研
修や学校訪問指導をさらに工夫して内容の
充実を図る。特に、県内全ての学校の人権・
同和教育主任が受講する「人権・同和教育
主任等研修」の果たす役割は大きいと考え
ており、さらに有意義な研修となるよう重点
的に取り組む。また、各市町村の学校人権・
同和教育担当者と情報を共有することに努
め、学校と行政が連携することによって、より
実効性のある「進路保障」の取組が推進さ
れるよう支援する。
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②地域全体での人権教育の推進〔人権同和教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・県民一人一人が人権について考える機会とし ・「人権・同和問題を考える県民のつどい」を
て、「人権・同和問題を考える県民のつどい」を 地域住民の教育・啓発の場ととらえ、各市町
開催した（参加者約830人）。 村が、関係機関や団体等に積極的に参加を
・地域ぐるみで取り組む人権・同和教育のより効 促した結果、各地域から幅広い年齢層の県
果的な推進を図るため、「人権・同和教育地域 民が参加し、人権について考える貴重な学
推進ネットワーク連絡協議会」を教育事務所単 びの機会となった。
位で開催した（出席者165人）。 ・「人権・同和教育地域推進ネットワーク連絡
・地域に即した人権・同和教育の促進を図る研究 協議会」については、各教育事務所管内市
活動を推進するため、「人権・同和教育研究促 町村担当者の協議により、地域の実態や課
進事業」として５つのブロックごとに研究集会を 題に応じた内容にするなど工夫がみられた。
開催した（参加者830人、委託事業）。 ・各ブロックの実態に応じて講師を選定し、研
・学校や家庭における人権・同和教育のより効果 修内容を工夫することにより、それぞれのブ
的な推進を図るため、「人権・同和教育ＰＴＡ活 ロックの課題に対応した研究集会を開催す
動育成事業」として７つの校・園のＰＴＡを指定 ることができた。
した（委託事業）。 ・研究指定校・園のＰＴＡを事業の対象とする
〔取組の対象：一般県民、行政機関･公民館･各 ことにより、学校・園の取組に対する保護者
種団体･事業所等の職員、幼稚園・小・中･高校・ の関心が高まり、学校・園と保護者が一体と
特別支援学校の教職員･保護者〕 なって人権・同和教育に取り組む動きが進

んだ。
【今後の対応】
・地域全体で人権教育を推進するためには、
これまでに構築された各地域のネットワーク
を機能させ、それぞれの地域で主体的に人
権教育の充実に取り組む仕組みをつくって
いく必要がある。そのため、各地域のネット
ワークを機能させるうえで中核となる地域の
推進役の意欲、知識、技能を高めることに
重点的に取り組む。

【総合評価】
平成27年３月に発行した「人権教育指導資料第２集」を教職員研修や学校訪問指導な

どの機会に積極的に活用して「進路保障」の理念の浸透を図ったことにより、学校にお
ける「進路保障」の取組が充実し、一人一人の人権が大切にされる教育現場の実現に向
けた取組を推進することができた。
また、学校や家庭、地域社会と連携して、幼児から高齢者に至る様々なライフステー

ジに応じた学習・啓発の機会を提供することにより、地域ぐるみで人権に関する理解や認識を深
めることができた。
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３－（４）いじめ・不登校に対する取組の充実

【基本方針】
①組織的な支援体制の整備
子どもが抱える困難な状況が長期化・深刻化しないよう、学校が組織的に対応できる体制を整備す

るとともに、学校と関係機関との連携を推進し、子どもや家庭の状況に応じた支援を行う体制を整備
します。
②教育相談体制の充実
スクールカウンセラーの配置や活用により、学校内での相談体制を充実させるとともに、電話によ

る相談体制を充実させます。
③いじめの問題への取組の充実
いじめの起きにくい学校・学級づくりを通して、いじめの未然防止を図るとともに、いじめの早期

発見や適切な対応を行います。また、インターネット上のいじめ等の早期発見や適切な対応、保護者
への啓発を行います。必要に応じて、専門家の支援や警察との連携によるいじめへの対応などの取組
を推進します。
④教職員の資質向上の推進
教職員がいじめや不登校の問題に関する正しい知識を持ち、適切な指導や支援を行うことができる

よう、研修の充実に取り組みます。
⑤多様な学びの場や居場所の充実
教育支援センター（適応指導教室）等の運営を支援し、不登校の子どもが集団生活に適応したり学

習に取り組んだりすることができる機会を充実させます。

①組織的な支援体制の整備〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・不登校等の児童が在籍する県内の小学校25校 ・相談員が配置された小学校では、不登校及
に子どもと親の相談員を配置して、学校の教育 び不登校傾向児童数が減少した学校もあ
相談体制や生徒指導体制の充実と関係機関と る。また、相談員を活用した組織的な支援
の連携推進を図った。 体制の整備を促進することができた。
〔取組の対象：小学校の児童及び保護者〕 【今後の対応】

・引き続き25校への配置を継続し、学校の組
織的な支援体制の充実を図る。

②教育相談体制の充実〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・スクールカウンセラーを小学校117校、中学校9 ･学校におけるスクールカウンセラーの必要
6校、高等学校37校、特別支援学校6校に配置 性は増しており、配置校数、配置時間数を
した。総相談件数は11,570件、教員へのコンサ 増やした。相談件数、相談以外の活用件数
ルテーションなど相談以外の活動件数は11,109 とも増えており、スクールカウンセラーの活
件であった。 用が進んだ。
〔取組の対象：小・中・高校・特別支援学校の児 【今後の対応】
童・生徒〕 ・未配置校への対応、配置時間の調整など、

より学校のニーズに沿った配置ができるよ
う、新たな人材確保等に取り組む。

③いじめの問題への取組の充実〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・アンケート形式の心理テスト（アンケートＱＵ）を ･親和的な学級づくり、また個別の児童生徒
公立の全小学校３年生から高等学校２年生まで の支援に対する組織的な対応への一助とし
実施（年２回）し、いじめの早期発見に努めた。 て、効果的な活用が進んだ。
〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒〕 【今後の対応】

・アンケートＱＵを実施して、引き続き親和的
な学級づくりのために有効活用を図ってい
く。
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④教職員の資質向上の推進〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・アンケート形式の心理テストを活用した学級づ ･研修を通じていじめ・不登校に対する取組
くりにかかる研修の実施など、教員の学校全体 や学級の状態を把握するための具体的な分
の取組への支援を行った。 析方法について学ぶ機会を設けたことによ
〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒〕 り、教職員の指導力の向上が図られた。

【今後の対応】
・より効果的なアンケートの活用方法や対応
の仕方について、学校訪問や研修を通じて
周知を図っていく。

⑤多様な学びの場や居場所の充実〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・ 10市町が設置している12の教育支援センター ･学校復帰者数は前年度72人から27人増加し
に対する支援を行った。 た。情報交換会を行うことで関係機関との連
〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒〕 携を始めとした社会的自立に向けた取組が
・ 29年度における全通所児童生徒数212人のう 進んだ。
ち、99人が学校復帰を果たした。 【今後の対応】
〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒〕 ・引き続き教育支援センター運営にかかる支
・12施設を個別訪問して現状について聴き取りし 援を行う。併せて各センターを訪問し、実態
たほか、 12施設の各担当者に集まっていただ について関係者から聴き取りを行うほか、担
き、情報交換を行う場を初めて設定した。 当者の情報交換の場を設定する。
〔取組の対象：教育支援センターの職員〕

【総合評価】
各校種におけるアンケートＱＵの実施、子どもと親の相談員・スクールカウンセラー

の配置、教育支援センターへの支援などを通じ、いじめや不登校に対する総合的な取組
を推進することができた。
公立小・中学校の不登校児童生徒数は、実数では増加傾向にあり、千人あたりの割合

も全国平均よりも高い状況が続いている。引き続き関係機関との連携を強化して未然防
止、早期対応の推進に努めていく。
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３－（５）文化活動の推進

【基本方針】
①文化に親しむ機会の確保
学校において子どもたちが本物の文化に直に触れ、感動し、自らも文化活動に取り組む機会を持つ
ことができるよう、文化に関する多様な学習や体験の機会を充実させます。
②地域と連携した文化部活動の推進
文化部活動へ地域の指導者を派遣することや文化部活動の成果を発表する機会を確保することなど
により、文化部活動を活性化させます。

①文化に親しむ機会の確保〔教育指導課、社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・文化庁や文化団体と連携し、児童生徒に対し ・文化庁や文化団体等との連携により、多様
て優れた芸術文化に親しむ機会を提供した。 な文化芸術の鑑賞及び体験の機会を提供
○文化芸術による子供の育成事業 することにより、一人一人の子どもたちの感
・芸術家派遣：54校 性を育て、豊かな心を育むことに繋げること
・子供 夢・アート・アカデミー：1校 ができた。
・巡回公演事業：29公演 【今後の対応】
・伝統文化親子教室事業：9団体 ・文化庁や文化団体、文化施設等との連携を
・児童青少年演劇地方巡回公演：6会場 更に密にし、引き続き児童生徒に多様かつ

・音楽、総合的な学習の時間やふるさと教育の 優れた文化芸術に触れる機会の提供に取り
中で芸術文化の鑑賞・体験活動、地域の伝 組む。また、地域の文化団体、公民館等との
統芸能の体験などを実施した。 連携も図り、本物の芸術・伝統芸能等に親し

〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒〕 む機会を増やしていく。

②地域と連携した文化部活動の推進〔社会教育課〕
【平成２9年度の取組の概要】 【評価】
・ 「ふるさとティーチャー派遣事業」により、専門 ・地域指導者の派遣経費を支援することによ
的な指導者がいない中学校・高等学校等の文 り、文化部指導者の確保、部活動の維持、
化部活動に地域指導者を派遣した。（中学校：3 活動水準の向上を図ることができた。
4校（延べ40人）、高校等：39校（延べ102人）※ ・中学校文化部の地域活動への支援や島根
学校数は分校・分教室を含む） 県高等学校文化連盟を通じた高校文化活
・「地域と中学校の文化部活動支援事業」により、 動への各種支援により、文化部活動の活性
中学校文化部の地域における交流活動を支援 化を図るとともに、生徒の地域参画を促し、
した。（実施校：21校（12市町）） 家庭や地域における文化部活動への理解
・島根県高等学校文化連盟が実施する各部門別 を深めることができた。
の発表会や研修会等を支援し、活動成果の発 【今後の対応】
表機会等を確保した。 ･平成30年度からは支援対象に部活動指導
・第41回全国高等学校総合文化祭への参加旅 員を加えることで、文化部活動の活動水
費を支援（島根県高等学校文化連盟へ補助金 準の維持・向上を図る。
交付）し、参加を促進した。 （参加部門： 15部 ・文化部の地域活動への支援や各種発表機
門、参加生徒：209名） 会の提供等を通じて、文化部活動の活性化
〔取組の対象：中・高校の生徒〕 に努める。

【総合評価】
学校、地域、文化芸術団体、文化施設等との連携により、多様な文化芸術に触れる機

会を児童生徒に提供するとともに、学校における文化部活動を活性化させることができ
た。
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Ⅳ 「島根の教育目標を達成するための基盤」関連

４－（１）キャリア教育の推進

【基本方針】
①発達の段階に応じた取組の推進
就学前から高等学校段階までの学校種ごとの目標を関連付けながら、すべての教育活動を通して、
学ぶことと生きていくこと（働くこと）の関連性について、子どもたちの理解を深めるとともに、
社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を身に付けさせる取組を推進します。ま
た、失敗を恐れずに進んで物事に挑戦しようとする気概や、困難に立ち向かい最後まで粘り強くや
り遂げようとする力を育みます。
②学力の育成と関連付けた取組の推進
子どもたちが学ぶ意義や目的、将来を見通した進路を意識できるようにし、学習意欲が高まる取組
を推進します。また、「学んだ力（知識や技能などを身に付けたり、それらを活用したりする力）」
を高めるとともに、「学ぶ力（主体的に学び、向上しようとする力）」を高め、将来、社会で必要と
される学力を育成する取組を推進します。
③社会性の育成と関連付けた取組の推進
子どもたちに人と人との関わりを主眼とした体験活動を多く経験させ、人間関係を構築する力を育
み、将来、社会で必要とされる社会性を育成する取組を推進します。
④ふるさと教育と関連付けた取組の推進
子どもたちが学校の学びと地域や社会との接点を意識し、学ぶことと生きていくこと（働くこと）
の関連性を理解する取組を推進します。また、ふるさと島根に貢献しようとする心を育みます。

①発達の段階に応じた取組の推進〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・「みんなのまちづくりプロジェクト事業」（邑南町 ・左記により、高校卒業を見据えた目標設定
・津和野町）における成果を、成果発表会の開 やそれを具体化する取組について理解が進
催やキャリア教育に係る研修会での実践発表な んだ。
どにより普及し、各学校の校種間連携について 【今後の対応】
の理解を図った。 ・「みんなのまちづくりプロジェクト事業」や「キ
〔取組の対象：小・中・高校の教員〕 ャリア・パスポート調査・研究事業」等を活用

して幼小中高が連携した取組の浸透を図
る。

②学力の育成と関連付けた取組の推進〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
･児童生徒の進路意識と学習意欲の向上を図る ・小中高校生を対象とした調査によると、児童
ため、初任者研修、６年目研修、11年目研修に 生徒は各教科の重要性や有用性を理解し
おいて、「教科と社会のつながり」を意識した授 ている。一方、自己のキャリア形成と結びつ
業づくりの重要性について理解を深める取組を けて学ぶ意義を理解することに課題があり、
実施した。 教職員研修の効果は上がっているが、学習
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援学 意欲の高まりへの取組はさらに必要である。
校の教員〕 【今後の対応】
･学習意欲の向上を図る授業が展開されるよう、 ・新学習指導要領におけるキャリア教育の
希望者による集合型研修及び出前講座を開設 考え方を、ふるさと教育や「教育の魅力
し、学校のニーズに合わせて対応した。講座の 化」と関連付けながら学力育成に資する
中で新学習指導要領におけるキャリア教育につ 方策を検討する。
いての周知を図った。
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援学
校の教員〕
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③社会性の育成と関連付けた取組の推進〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・ 「明日のしまねを担うキャリア教育推進事業」 ・県内高校生に対する地域や島根県への関
（働くことを学ぼう推進事業）を通して、県立高 心や貢献意欲を問うアンケートの肯定的回
校の生徒が適切な進路選択ができるようにイン 答は高くはなく、期待している効果までには
ターンシップ(26校、2,868名、953事業所)を実 至っていない。引き続き、左記の体験活動
施した。 を社会性の育成に結びつける取組の必要
・県立高校の生徒の職業観・勤労観を醸成する 性は増している。
ため、企業見学事業(33校、5,258名 )、職業意 【今後の対応】
識啓発セミナー事業(20校、5,366名、講師延べ ・左記の職業体験的活動も含め、社会の中で
238名)等を実施した。 の体験活動を多く経験させることで、児童・
〔取組の対象：高校の生徒〕 生徒の地域や社会への関心を高め、社会性

の育成に取り組む。

④ふるさと教育と関連付けた取組の推進〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・地域への理解を深め貢献意欲を高めるために、 ・ 「明日のしまねを担うキャリア教育推進事
キャリア教育研修等において、地域課題解決型 業」による地域課題解決型学習の推進につ
の学習の有用性について広めた。 いて、平成28年度と比較すると、実施校14
〔取組の対象：高校の教員〕 校（前年比16.6％増）となり各校での取組が

進んでいる。
【今後の対応】
・地域をフィールドとした調査活動を含めた地
域課題解決型学習を充実させるとともに、そ
の成果を広く地域に広めていく活動の充実
を図る。

【総合評価】
「学校の全教育活動を通して、学びと社会の関わりを意識させること」の重要性につ

いて、教職員の理解が深まってきた。



- 44 -

４－（２）特別支援教育の推進

【基本方針】
①一人一人の教育的ニーズに応じた指導の充実
管理職や特別支援教育コーディネーターを中心に、校内委員会や学年会などの指導体制の下で、子

どもたち一人一人の教育的ニーズに応じた指導を充実させます。また、関係機関等との連携により、
子どもの状況や発達の段階に応じた継続性のある支援を推進します。
②社会的・職業的自立を促進する取組の充実
特別支援学校小学部段階からのキャリア教育、特別支援学校高等部の職業教育、子どもの状況や適

性に応じた卒業後の進路開拓など、障がいのある子どもが自らの能力を最大限に発揮し、社会的・職
業的に自立していくことにつながる取組を充実させます。
③特別支援学校のセンター的機能の充実
特別支援学校における地域のセンター的機能により、担当者の専門性の向上や特別支援教育コーデ

ィネーターを中心とした子ども、保護者、教員等に対する支援を充実させます。
④乳幼児等に対する早期支援の充実
乳幼児等の発達障がいの早期発見や早期の適切な支援に取り組みます。

①一人一人の教育的ニーズに応じた指導の充実〔特別支援教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・幼稚園、保育所、小･中学校、高校及び特別支 ・作成が必要な児童生徒等に対する個別の
援学校において、障がいのある幼児児童生徒 教育支援計画の作成率は、78.3%であり前
に対して個別の教育支援計画や個別の指導計 年度を上回り、活用が進んだ。
画等を活用した支援を実施した。 ・広域特別支援連携協議会や各学校へ相談
・教育事務所管内ごとに設置した広域特別支援 支援を行うことで、地域の教育ニーズに対
連携協議会を中心に、専門家チームや巡回相 する指導の充実を図ることができた。
談員等による各校への指導･助言体制を支援し ・日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒
た。 等が在籍する学校には、学校看護師を複数
・ 「島根県立学校における医療的ケア実施体制 配置し、指導・助言体制を強化できた。
ガイドライン」の運用を開始した。 【今後の対応】
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小･中・高･特別 ・研修等を通して、特別支援教育における個
支援学校の幼児・児童・生徒〕 別の指導計画活用の重要性を啓発し、作成

・活用率の向上を図ることで個々の教育的
ニーズに応じた指導を充実させる。
・「島根県立学校医療的ケアの実施体制整備
に関する運営協議会」を効果的に活用しな
がら、学校だけでは解決できない課題につ
いて指導・助言等の支援をしていく。

②社会的・職業的自立を促進する取組の充実〔特別支援教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・特別支援学校高等部生徒の卒業後の社会的･ ・就労を希望する生徒全員が就労できた。一
職業的自立を促進するため、労働･医療･福祉 般企業への就労率は37.1%となっており、自
等の関係機関と連携した「特別支援学校職業 立につながる就労ニーズに概ね応えること
教育･就学支援事業」を県内全ての特別支援学 ができた。
校で実施した。 【今後の対応】
・ 「障がい者就業支援事業」により、特別支援学 ・引き続き、関係機関と連携しながら、個々の
校高等部卒業生等が職業能力や職業意識を身 生徒に応じた進路先を確保するとともに、就
につけて、数年以内に一般就労ができるよう支 労意欲や職業能力の向上を図る。
援した。
〔取組の対象：特別支援学校の生徒〕
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③特別支援学校のセンター的機能の充実〔特別支援教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・特別支援学校教員の持つ特別支援教育の専 ・センター的機能の活用が定着し、地域への
門性を活かし、地域のセンター的機能として保 相談･支援体制が確立することで、各地域で
育所、幼稚園、小中学校等の要請により助言・ の困難事例の解消を図ることができた。
研修等を実施した。 【今後の対応】
○平成29年度の助言･研修等の件数：2,834件 ・センター的機能強化のため非常勤代替講師
（うち高等学校の件数：196件） を配置した。地域における特別支援教育の

〔取組の対象：保育所・幼稚園・小･中・高･特別 核として、障がいのある子どもへの適切な支
支援学校の教員及び保護者〕 援の充実を進めていく。

④乳幼児等に対する早期支援の充実〔特別支援教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・市町村及び健康福祉部と連携して、早期からの ・保健・福祉機関と連携した体制づくりによる
教育相談や支援体制を整備し、保護者及び幼 障がいの早期発見や早期支援につなげるこ
稚園等に対する相談・支援に取り組んだ。 とができた。
〔取組の対象：市町村の特別支援教育担当者〕 【今後の対応】

・市町村の専門性のさらなる向上を図り、障
がいの早期発見につながる体制整備を支援
する。

※「特別支援教育の推進」に関する次の項目については、「平成29年度教育委員会の特徴的な動き」として
記載しました。
○小・中学校における特別支援教育の充実：12ページ
○「医療的ケア実施体制ガイドライン」の運用開始：13ページ

【総合評価】
障がいのある子供たちの障がいの状態や教育的ニーズに応じた支援が進みつつある。

また、地域の特別支援教育支援体制が整備されてきた。引き続き、市町村及び関係機関
と連携を図りながら、インクルーシブ教育システムの構築に向けて取り組む必要がある。
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４－（３）幼児教育の充実

【基本方針】
①幼稚園教諭等の資質の向上
幼児教育に関する専門的な研修や研究などの取組により、幼稚園教諭等（「幼稚園教諭・保育士・保
育教諭」をいう。以下同じ。ただし、「保育教諭」は平成 27 年度から該当。）の資質を向上させ、教
育内容や指導方法の充実を図ります。
②幼稚園等と小学校の連携の強化
子どもの発達や学びの連続性を踏まえ、就学前における教育から小学校における教育への円滑な接
続が図られるよう、幼稚園等と小学校との連携を強化する取組を推進します。
③子育て支援の充実
保護者の子育てに対する不安や悩みを解消するなど、子育て支援の充実を図るため、関係部局・機
関との連携を強化します。

①幼稚園教諭等の資質の向上〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・幼稚園の教育課程の編成等について理解を深 ・幼稚園の教育課程の編成等について理解
める幼稚園教育課程研修を開催し、172名の参 を深めることができた。
加者があった。 【今後の対応】
〔取組の対象：幼稚園の教員〕 ・幼児教育センターとして、平成30年度から

実施される幼稚園教育要領等について、園
所からの要請により研修を行い、その理解を
深める。

②幼稚園等と小学校の連携の強化〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・幼保小連携を推進する実践的な指導力を高め ・生活科講座と合同開催としたことで、小学校
ることを目的とした幼保小連携講座を開催し、 からの受講者が増え、小学校教員の幼児教
接続期カリキュラムについての研修を実施し 育の理解が進んだ。
た。 【今後の対応】
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小学校の教員〕 ・さらに小学校教諭の参加を増やすために

引き続き生活科の研修と合同開催とし、
スタートカリキュラムを中心とした研修
を行う。また、幼児教育センターとして、要
請に応じて接続期カリキュラム編成の支援を
訪問型で行う。

③子育て支援の充実〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・健康福祉部と連携して新規採用保育教諭の研 ・保育所を所管する健康福祉部と連携し、各
修等を行った。 種研修等により幼児教育の充実を図ること
・幼稚園教育課程研修及び幼保小連携講座に ができた。
保育士・保育教諭が参加した。 【今後の対応】
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小学校の教員〕 ・幼児教育センターとして幼児教育施設の施

設種に関わらず支援し、ひいては子育て支
援の充実に向けて取り組んでいく。

※「幼児教育の充実」に関する次の項目については、「平成29年度教育委員会の特徴的な動き」として記載
しました。
○幼児教育の支援体制の検討が始まる：11ページ

【総合評価】
公立幼稚園教諭の資質向上を図る研修を通して、公立幼稚園教諭のみならず保育士な

ども含めた幼児教育の充実を図ることができた。
これを引き継いで幼児教育センターとして、施設種を超え、全ての幼児教育施設を支

援していくことが必要。
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４－（４）離島・中山間地域の教育力の確保

【基本方針】
①へき地・複式教育の充実
離島・中山間地域において、地域の教育資源や複式学級の特色を生かした教育の充実を図ります。

②離島・中山間地域における高校の魅力化・活性化の推進
学校と地域との連携により、離島・中山間地域における高校の魅力化・活性化を推進します。

①へき地・複式教育の充実〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・小学校における複式教育推進指定校を昨年度 ･複式教育推進指定校における研究授業を
に引き続き３校を指定し、授業研究会を行った。 実施し、公開授業では３校で76人の参加が
また、その取組をリーフレットにまとめ、全県に あった。また複式学級新任担当者研修では
発信した。 37人の参加があり、出前講座を11校で実施
〔取組の対象：小学校の教員〕 した。先進地視察による学習指導案等を教
・複式教育の学年別指導を行っている先進地の 育用ポータルサイトに６事例を追加するな
視察を行い、指導主事による報告を教育用ポー ど、情報の共有と指導の充実を図ることがで
タルサイトに掲載し、情報発信した。 きた。
〔取組の対象：小・中学校の教員〕 【今後の対応】
・教育センターで複式教育の研修や出前講座を ・複式教育推進指定校に新たに３校を指定
実施し、複式学級での指導の充実を支援した。 し、学年別指導の充実と拡大を図る。また、
〔取組の対象：小学校の教員〕 初めて複式学級を担任する教員への研修を

今後も実施する。

②離島・中山間地域における高校の魅力化・活性化の推進〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・離島・中山間地域の高校８校（横田・飯南・吉賀 ・魅力ある学校づくりが進み、県外からの入学
・津和野・隠岐島前・島根中央・矢上・隠岐）が 生数も高い数値となった。
地域と連携して実施してきた高校魅力化・活性 ・「教育の魅力化」を目指す高校・市町村が連
化の取組に、新たに７校（大東・三刀屋・大田・ 携して協議する動きが活発化した。
邇摩・益田・益田翔陽・隠岐水産）を加え、15校 ・新たな「教育魅力化推進事業」における財
に対し「教育魅力化推進事業」等により支援を 政支援スキームを作成することができた。
行った。 【今後の対応】

・ この事業の成果を、県内各市町村に拡充
・魅力化８校の県外入学生の推移 し、県全体で「教育の魅力化」に取り組む。

H22：17名⇒H29：115名 ・今後も引き続き、市町村と「教育の魅力化」
（公立高校全体 の推進に向けた意見交換の場を設け、市町
H22：54名⇒H29：184名） 村の取組を支援するとともに、「教育の魅力

〔取組の対象：高校の生徒及び地域住民〕 化」の原動力となる教職員に対し、研修等を
通じて「教育の魅力化」の理解促進と具現化
を図っていく。

※「離島・中山間地域の教育力の確保」に関する次の項目については、「平成29年度教育委員会の特徴的
な動き」として記載しました。
○提言「２０２０年代の県立高校の将来像について」が提出：９ページ
○「教育の魅力化」の推進：10ページ
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【総合評価】
離島・中山間地域の高校魅力化・活性化事業の実施により県外からの入学者数が高水

準で維持されているほか、県内においても広域の中学校に高校魅力化の認識が進み、地
元生徒にも出身地域への肯定感をもたらすなど、学校や地域において様々な交流の好循
環が生まれている。
今後、教育魅力化推進事業では、対象の高校を拡充し県全体に拡大するとともに、小

・中・高・特別支援学校を貫いて「教育の魅力化」に取り組む市町村を積極的に支援す
る。社会に開かれた学校づくりのためには地域総がかりで取り組む必要があるが、各市
町村で学校との協働体制が構築されるよう、県が目指す学力観を地域と共有し、本事業
の目的について周知を図り、各地域の人材育成を支援するとともに、県庁内でも部局を
横断した教育魅力化推進チームにより、効果的な事業実施と課題解決に向けた議論を継
続する。
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４－（５）私立学校への支援

【基本方針】
①私立学校における教育の支援
建学の精神と独自の教育方針の下で経営される私立学校に対して、教育環境を整備するための支援

を行います。
②私立高等学校等の生徒の就学の支援
私立高等学校等に在籍する生徒の保護者負担を軽減する支援を行います。

①私立学校における教育の支援〔総務部総務課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・私学の経営の安定を図るため、幼稚園、中学 ・公教育の一翼を担う私立学校の運営費充
校、高校及び専修学校の私立学校を設置する 実に係る助成を行うことにより、保護者の学
者に対して、私立学校の経常的経費を助成し 費負担の軽減、教育環境・教育水準の維持
た。 向上、学校経営の安定化を図ることができ
・私立学校を束ねる振興会の事業促進と運営の た。
安定、私学退職金制度・私立学校共済制度加 ・県内私立高校等における部活動等の施設・
入の促進と運営の安定を確保するため、各種経 設備整備等に対して補助を行うことにより、
費・掛金を助成した。 その全国レベルでの活躍を通じて各学校の
・私立高校が魅力と特色ある学校づくりを進める 知名度を上げるとともに、各学校の魅力、特
ため、私立高等学校等を設置する学校法人に 色づくりを進めることができた。
対して、魅力づくりに要する経費を助成した。 ・私立高校が県外生を確保することにより、地
・私立高校等が行う県外生を確保するための取 域経済の活性化や学校法人の経営の安定
組に対して支援を行った。 化に繋がった。
・私立学校の実態調査を実施し、私立学校の課 ・私立学校実態調査などの調査を実施するこ
題や経営状況などの把握を行った。 とにより、教育行政上の課題解決・将来計画
〔取組の対象：私立学校〕 の基礎資料とし、公教育を担う私立学校の

向上を図ることができた。
【今後の対応】
・今後も私立学校の運営等に必要な予算を
確保し、支援を継続していく。

②私立高等学校等の生徒の就学の支援〔総務部総務課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・家庭の状況に関わらず全ての意志ある高校生 ・就学支援金、高等学校等奨学のための給
等が安心して学校活動に専念できるよう、保護 付金及び授業料減免事業により、さまざまな
者等の所得に応じた就学支援金や奨学のため 理由により生活に困窮している低所得世帯
の給付金の支給、また、高等学校等を設置する の高等学校等進学希望者に対して、就学を
学校法人に対する授業料減免事業経費を助成 援助することができた。
した。 【今後の対応】
〔取組の対象：私立学校〕 ・今後も保護者の学費負担の軽減に必要な

予算を確保し、支援を継続していく。

【総合評価】
私立学校に対する各種支援は学校法人の経営の安定化、保護者等の教育費負担の軽減

や私立学校の教育環境・教育水準の維持向上に寄与しており、引き続き、適切な支援を
実施していく。
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４－（６）「生きる力」を支える健康づくり

【基本方針】
①望ましい生活習慣を身に付けるための取組の推進
就学前から高等学校までの発達の段階に応じて、地域が一体となって取り組む「早寝・早起き・朝

ご飯」の推進等により、「バランスのとれた食事」「適度な運動」「十分な休養と睡眠」など望ましい
生活習慣が身に付けられるようにします。
②子どもたちの体力づくりの推進
体力づくりに係る専門家や団体の学校・地域への派遣、運動意欲の向上を目指した授業の充実や運

動プログラムの実践などの取組を通して、子どもたちの体力を育みます。
③食育の推進
子どもたちが食に関する知識と食を選択する力を習得し、食という行為が動植物の命を受け継ぐこ

とであると理解したり、食物を大事にし、食物の生産等に関わる人々へ感謝する心を持ったりするな
ど、健全な食生活を実践できるよう、関係部局・機関等と連携し、栄養教諭を中心とした食育を一層
推進します。

①望ましい生活習慣を身に付けるための取組の推進〔保健体育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
･「しまねっ子 元気プラン(第二次)」に基づき、 ・「早寝・早起き・朝ごはん」や「ノーメディアデ
関係課と目的・目標を共有しながら学校保健活 ー」の啓発により、食育と関連付けた生活習
動を推進している。重点課題の一つとして「望ま 慣づくりに取り組む学校や市町村が増加し
しい生活習慣の確立」を掲げており、各学校で た。
は、教職員、保護者、地域住民、学校医等で学 ・朝食摂取率は小・中学生とも全国平均に比
校保健委員会等を組織し、子どもの健康課題の べて高水準（県小６：96.7％ 全国小６：95.4
解決に向けた取組を進めた。 ％、県中３：96.0％ 全国中３：93.2％）にあ
･研修会等で「朝はいっぱいのみそ汁を飲もう！」 り、朝食を中心に、望ましい生活習慣づくり
のリーフレット配布などを通して、朝食摂取の大 を目指した取組を進めることができた。
切さを学校、家庭、地域に啓発した。 ・メディア専門家の派遣を希望する学校は、
･過度のメディア接触が心身に及ぼす影響を知 事業を開始した平成25年度は34校だった
り、メディアと上手につきあうための具体的な方 が、以後、毎年60校を超えている。幼稚園、
策を考える機会として、「メディア専門家派遣事 認定子ども園からの申請にも繋がり、効果的
業」を実施した。 な取組となっている。
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小・中・高校・特 【今後の対応】
別支援学校の幼児・児童・生徒・教職員及び地 ・継続して朝食摂取を促すとともに、睡眠の
域住民〕 大切さを伝える取組を進めていく。

・ふるまい向上の観点から教育指導課と連携
・調整して、保育所・幼稚園等を対象とする
ノーメディアの啓発活動を行う。
・未就学児の体力向上推進事業（指導者研
修・専門指導者派遣）と連携し、遊びを通し
た体づくりなど、メディア接触に代わる時間
の過ごし方を提案していく。



- 51 -

②子どもたちの体力づくりの推進〔保健体育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・「１日１時間以上からだを動かそう」をスローガン ・全国体力・運動能力、運動習慣等調査の体
に、全小中学校で学校教育全体を通じた体力 力合計点では、全体としては前年度並みで
向上推進計画を策定し、学校体育の充実を図 ある。
った。 ・全国と比較すると、男女とも小学校では全国
・小・中学校、高校において、学習指導要領に沿 平均より高いが、中学校では全国平均を下
った適切な指導ができるように、学校と体育教 回っており、特に中学女子は改善傾向にあ
員に対して情報提供をしたほか、研修も行った。 るものの全国との差が開きつつある。
また、小・中学校では体育の授業公開を伴う学
校訪問を３年計画の３年目として実施した。 全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果

・保健体育の授業力向上のため、希望校に対し 体力合計点の平均 単位:点

て、より専門性の高い大学教授等の指導者を派 小５ 小５ 中２ 中２

遣し、学校体育の充実を図った。 男子 女子 男子 女子

・中学校・高校における武道やダンスの経験が少 H29全国 54.16 55.72 41.96 49.80

ない教員を対象に、技術・指導力の向上をねら H29県 55.04 56.10 41.19 48.06

い、専門の指導者を講師とした研修会を各地で H28県 54.83 55.91 41.43 48.03

重ねた。
・15種目の「しまねっ子！元気アップ・プログラム」 【今後の対応】
を設定し、このプログラムを活用して運動を通じ ･体育の授業だけでなく、各校の実態を踏ま
た交流活動「しまねっ子！元気アップ・カーニバ え、地域や家庭をまきこんだ学校ぐるみの体
ル」を県内21会場（募集により選考）で開催し 力向上の実践を工夫していかなくてはなら
た。「カーニバル」の開催校をはじめ、積極的に ないので、新学習指導要領への移行を踏ま
このプログラムを活用している学校には、協賛 えた研修を充実させ、小・中学校への指導
企業を通じて運動用具等を提供した。 主事訪問や女子の運動離れに対応した教
・幼児期における多様な運動遊びの重要性や必 材の工夫や開発など、授業の改善と授業力
要性を浸透させるため、幼稚園や保育所関係 向上への取組を進めていく。
者を対象とした指導者講習会を開催した。 ・ 「元気アップ・カーニバル」が開催された様
・県レクリエーション協会の指導者を、保育所、幼 子をHP等で発信し、運動の習慣化が浸透す
稚園、小学校等に派遣し、昼休みや放課後等 るように働きかける。
の時間を活用して、レクリエーションなど子ども ・幼稚園や保育関係者、保護者等を対象に
が親しみやすい運動プログラムを提供した。 幼児期の実技講習会の開催や親子で取り
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小・中・高校の幼 組む運動遊びを普及啓発し、柔軟性や筋
児・児童・生徒及び教員〕 力、筋持久力などを高める。

・地域における体力向上推進活動の支援（公
民館、地域総合型スポーツクラブ等）を進め
る。
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③食育の推進〔保健体育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・食育を推進するため、食に関する指導の全体 ・小中学校では、食に関する指導の全体計画
的な計画を作成するよう周知徹底した。 作成率は100％を達成できたが、高等学校
・子どもたちが、食に関する知識や食を選択する は33.3%にとどまっている。
力を身に付け、望ましい食習慣を形成していく ・「食の学習ノート」の活用割合は、平成29年
ことができるよう、小学生には島根県独自の食 度99%（平成28年度：95%)と小学生対象の食
育教材である「食の学習ノート」（低学年用、中 育教材として高い割合で有効に活用されて
学年用、高学年用）を配付した。 いる。
・中学校、高校での食育推進の一助とするため、 ・学校給食における地場産物活用割合は56
「食の学習ノート」 （中学生用、高校生用）を作 ％であり、目標値（平成31年度：63％）とはま
成した。 だ隔たりがある。
・児童生徒や保護者が、和食への関心を高める 【今後の対応】
ことを目的とした出前授業及び親子料理教室を ・高校の食に関する指導の全体計画・年間指
開催した。 導計画様式例を示し、食育の推進体制を整
・「しまね・ふるさと給食月間」を６月と11月に実施 える。
することで、学校及び地域における食育の充実 ・「食の学習ノート（中学生用、高校生用）」活
と地場産物活用の推進を図った。 用例を示し、その効果を検証する。
・平成29年度文部科学省事業「つながる食育推 ・島根県食育推進計画（第三次）の「学校給
進事業」の実施校の取組を支援した。 食における県内産食材の活用割合」の目標
〔取組の対象：小・中・高校・特別支援学校の児 値（平成31年度に63.0％）に向けて、農林水
童・生徒・教員及び保護者〕 産部と連携した取組を進める。

・栄養教諭研修会で平成29年度文部科学省
事業「つながる食育推進事業」の実施校の
取組を県内に広げる。

【総合評価】
「バランスのとれた食事」、「適度な運動」、「十分な休養と睡眠」など、望ましい生活

習慣の大切さについて啓発を図ることができた。体力向上や望ましい食習慣、生活習慣
の確立のために、教員の授業力、指導力を一層の向上させるとともに、家庭と連携した
取組を進めることが必要である。
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４－（７）学び続ける教員の育成と学校マネジメントの確立

【基本方針】
①系統的な人材育成の実施
教員採用方針・教員育成方針を策定し、系統的な人材育成を実施します。

②学校訪問指導や研修等の充実
学校訪問指導や研修等のシステムを抜本的に見直し、教科指導や学校マネジメント等の実践力の育成、効
果を検証できる指導・研修システムの構築・実施に取り組みます。また、意欲のある教員を支援するため、自
主研究組織の活性化を促進するとともに、教員の多忙感の解消に向けた取組を進めます。
③管理職のマネジメント力の向上
社会や教育環境の急激な変化に的確に対応するために、管理職の意識改革を図ります。また、管理職専用
の相談窓口を設置するとともに、管理職の個別支援を実施します。このほか、指導・研修システムの中で管理
職に必要な実践的なマネジメント研修の強化を図ります。
④「学校活動の見える化」の推進
保護者の多様な価値観、ニーズに対応するために、「学校活動の見える化」を推進します。

⑤教職員の健康管理対策の推進
教職員一人一人が心身の健康を保持・増進し、資質能力を十分に発揮することができるよう、教職員の健康
管理のための取組を推進します。

①系統的な人材育成の実施〔学校企画課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・優秀な人材確保のため、教員採用について、４ ･募集説明会の開催、大学への細やかな訪問
月と12月に県内外の会場（のべ15会場）で募集 は、教員採用試験の出願者数確保につなが
説明会を開催した。また、４～５月、１～２月に っている。
県内外の大学（のべ54大学）を訪問した。さら ･２つの人材育成基本方針を策定したこと
に、しまねＵターンＩターンフェアに参加し、相談 により、「チームとしての学校」の考え
ブースを設けた。 の下、全ての教職員について系統的な人
〔取組の対象：教員志望者〕 材育成を進めるための基盤が整った。
・ 「島根県公立学校教育職員人材育成基本方 ・山陰教師教育コンソーシアムで実施する諸
針」を改訂し、それを踏まえて「学校管理職等育 プログラムは、特に中堅教員の資質能力向
成プログラム」も改訂した。また、「島根県 上に寄与している。
公立小・中・義務教育学校事務職員人材育成 【今後の対応】
基本方針」も策定した。 ・教員採用について、小学校における外国語
･山陰教師教育コンソーシアムの取組の中で、現 必修化や外国にルーツをもつ児童生徒への
職教員派遣、教職大学院派遣など大学と連携 対応などを考慮し、教員採用試験を工夫す
しながら、系統的な人材の育成を推進した。 る。
〔取組の対象：小・中・高校・特別支援学校の教 ・基本方針についての周知を図るとともに、方
職員〕 針に基づく取組を推進していく。

・組織の中心となる中堅教員養成に向けて、
今後も計画的な人材派遣を進めていく。

②学校訪問指導や研修等の充実〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・研修を精選・重点化するとともに、月曜日・火曜 ・指導主事が学校に出かけて校内研修を支
日を研修を行わない日に設定し、校内研修の 援することで、全教職員が同じ研修を受ける
時間を確保した。 ことができ、学校の組織的な取組につなが
・指導主事が各学校に出向き、学校の課題等に った。
応じた校内研修が活性化するように体制を整え 【今後の対応】
た。 ・校内研修を活性化させるための支援を今後
・単発型の学校訪問指導に加え、学校の自主的 も継続していく。
・組織的な授業改善の取組を支援するための
継続型の学校訪問を実施した。
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援学
校の教員〕
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③管理職のマネジメント力の向上〔学校企画課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・管理職を対象とした研修では、自校のSWOT分 ・自校や地域の課題に基づく実践的な研修
析を行い、それに基づく協議を行うなど、実践 が、管理職のマネジメント力向上の機会とし
的な内容を盛り込んで実施した。 て有効に機能している。
・学校企画課の嘱託職員２名（元校長）が県内全 ・経験に基づいた専門的な助言を受けること
域を学校訪問し、課題の抽出、管理職への助言 ができる窓口があることは、管理職のOJTの
を行った。 観点から極めて効果がある。
・管理職候補として各学校から推薦された教員を ・ミドルリーダー宿泊研修については、学校マ
対象に、ミドルリーダー宿泊研修を実施した。 ネジメント力の育成に重点をおいた効果的
〔取組の対象：公立学校の管理職、管理職候補〕 な研修が実施できている。

【今後の対応】
･Off-JT（管理職研修）、OJT（校長経験のあ
る企画人事主事からの助言）双方から管理
職のマネジメント力の向上に取り組む。
・意欲ある中堅教員の計画的な育成に引き続
き取り組む。

④「学校活動の見える化」の推進〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・家庭や地域住民との連携・協働の推進に向け、 ・学校から家庭・地域への情報提供は全ての
各学校が学校の教育活動やその他の学校運営 学校で行われている。また、保護者や地域
状況に関して、学校だよりやWeb等を通じて積 の方を評価委員とした学校関係者評価を全
極的に情報提供を行い、県教育委員会が作成 ての学校が実施しており、取組が進んでい
した学校評価ガイドブック等を活用するなどし る。
て、学校評価が実効性ある取組になるよう、働き 【今後の対応】
かけをした。 ・今後も、情報提供のさらなる充実と、学校・
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援学 家庭・地域をつなぐ学校評価となるよう働き
校の保護者及び地域住民〕 かけていく。
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⑤教職員の健康管理対策の推進〔福利課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制の ・精密検査の受診率が依然として低い。
整備・充実、メンタルヘルス研修会・心とからだ ・2年目となるストレスチェック制度の実施は、
の健康相談及び職場復帰支援の取組の実施、 受検率が低下し、医師による面接指導の申
過重労働による健康障害防止の取組等を実施 出者が依然として少なかったため、効果的
した。 な実施が課題である。
・精密検査の受診率向上については、総合病院 【今後の対応】
より身近で受診しやすい「かかりつけ医」の受診 ・精密検査の受診率向上については、対象
について、本人及び所属長あて文書通知等に 者への通知後1ヵ月経過しても受診の報告
より周知した。 がない場合は、所属長を通じて受診確認及
・また、本人への通知後１ヶ月を経過しても受診 び受診勧奨を行い、さらに1ヵ月経過しても
の報告がない場合は、所属長を通じて受診確 受診報告がない場合は、福利課長から所属
認及び受診勧奨を行い、さらに１ヶ月経過時に 長あてメールで受診確認及び受診勧奨依頼
受診報告がない場合は、福利課長から所属長 を行う。
あてメールで受診確認及び受診勧奨依頼を行 ・メンタルヘルス対策については、引き続き県
った。 立学校における臨床心理士による巡回相談
・メンタルヘルス対策については、平成28年度か を活用した校内研修会開催を働きかけるな
らストレスチェック制度を導入し円滑な実施に努 ど、研修機会の拡充を進める。
めた。 ・ストレスチェック制度については、教職員へ
・メンタルヘルス対策は、特に一次予防が重要で の制度の周知を十分に行い、円滑な実施及
あることから、教職員一人一人がストレスや心の び受検率の向上を図るとともに、教職員自
健康について正しく理解し、ストレスケアの方法 身によるセルフケアや管理監督者によるライ
等を修得できる研修の機会を増やすよう、県立 ンケア等との連携に努める。また、ストレスの
学校における臨床心理士による巡回相談の場 原因となる職場環境の改善に向けては、各
を活用した校内研修会開催拡大の働きかけや、 職場のストレス判定図やストレス診断分析レ
本庁等職員を対象にした人権・同和問題職場 ポートを管理監督者に示すとともに、衛生委
研修とセッ トでの研修会の開催等に取り組ん 員会等での審議を通じて、各職場における
だ。 改善の取組を進める。
【平成29年度の実績】（ ）内は平成28年度 ・保健師が各県立学校を訪問し、学校長や学
・定期健康診断等受診率 校管理医と連携しながら、職員の健康管理
定期健康診断…99.6％(99.5％) 対策を進める。
精密検査………72.9％(69.6％)
・ストレスチェック受検率 69.3％（79.7％）
受検者2,464人（2,960人）
／対象者3,555人（3,714人）

・ストレスチェック高ストレス者等
受検者2,464人中、判定ができた2,412人のうち
高ストレス者は156人（227人）で、高ストレス者
率は6.5％(7.9％)
医師による面接指導の実施状況は、5人（7人）
・メンタルヘルス研修会参加者
管理監督者対象…69人(75人)
全教職員対象……61人(58人)
本庁等職場内研修会…204人(167人)
県立学校内研修会……552人(500人)
公立学校共済組合共催研修会…22人(56人)
〔取組の対象：教育庁・県立学校の教職員〕

※「学び続ける教員の育成と学校マネジメントの確立」に関する次の項目については、「平成29年度教育委
員会の特徴的な動き」として記載しました。
○教育の質の向上と教員の働き方改革との両立に向けた議論スタート：６ページ
○教育職員・学校事務職員の人材育成基本方針を策定：７ページ
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【総合評価】
教員募集のための取組を計画的に行うことで、教員採用試験の出願者数を確保するこ

とができ、優秀な人材確保につながった。また、指導主事が学校に出かけて校内研修を
支援することで、各校の研修を活性化させることができた。
管理職のマネジメント力の向上については、引き続き中堅教員の育成に重点を置くと

ともに、研修成果の活用の仕方を工夫することで研修効果を高める必要がある。
また、教職員の健康管理対策では、教職員の精密検査の受診率が依然として低く、所

属長による未受診者への受診勧奨の徹底など、引き続き受診率向上のための取組が必要
である。
メンタルヘルス対策についても、精神疾患による休職者の割合が依然として高く、既存
の相談窓口による対応や研修機会拡充等も含め、引き続き一次予防(メンタルヘルス不調
の未然防止)を中心に取り組む必要がある。
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４－（８）安全・安心な教育環境の整備

【基本方針】
①学校内外における安全確保の推進
引き続き、学校施設の耐震化・老朽化対策等を進めるとともに、学校と地域の連携による危険箇所の把握や
交通安全の取組を進めます。あわせて、防災教育、安全教育を計画的、継続的に取り組みます。
②危機管理対応の充実強化
様々な危機事案が発生することを念頭に危機管理対応の強化を図り、事案発生時の実動力を確保します。

③学校給食の衛生対策・アレルギー対策、学校の感染症対策の充実
学校給食における衛生対策やアレルギー対策を関係部局等と連携を図りながら充実させます。また、学校
におけるインフルエンザをはじめとした感染症等への迅速な対応を図ります。

① 校内外における安全確保の推進
〔教育施設課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・市町村において公立小・中学校施設の耐震化 ・県内の公立小・中学校の校舎等耐震化率は
や老朽化対策を適切に進められるよう、国庫補 96.1％であり、100％に達していない。
助の申請にあたり技術的助言を行った。 ・国の予算不足により、年度当初に国交付
・また、国の補助制度における、補助単価の引上 金が市町村要望どおり採択されないケース
げや、補助事業の下限額見直しなどについて、 があり、老朽化対策を計画的に進めにくい。
国に対し関係団体を通じて要望を行った。 【今後の対応】
・県立学校については校舎等の耐震化が完了 ・校舎等及び非構造部材の耐震化が遅れて
し、非構造部材の耐震化に引き続き取り組み、 いる市町村に対し、ヒアリング等を通じて早
バスケットゴールの耐震化は完了した。 期の耐震化対策の完了を促していく。
〔取組の対象：公立学校〕 ・引き続き、耐震化・老朽化対策予算の確保

や、補助事業の運用改善について、様々な
機会を通じて国に要望していく。
・県立学校においては、大規模修繕事業によ
る老朽化対策や、非構造部材(照明器具等)
の耐震化を計画的に進める。

〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・学校安全担当者への研修（災害安全・交通安 ・県内６か所で開催した学校安全研修は、日
全・生活安全研修、プール管理研修など）を実 赤島根県支部や中央から講師を招いて講義
施し、学校安全全般にかかる指導力の向上を や演習を実施した。研修を行ったことにより、
図った。 担当者の理解力が深まった。
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援学 【今後の対応】
校の教員〕 ・学校安全研修は昨年度から3領域それぞれ

の研修を独立させ、毎年2領域ずつを県内２
会場で開催する。中央から講師を招き、より
専門的な内容を提供することで、各学校で
の学校安全に関するミドルリーダーの育成を
図る。
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②危機管理対応の充実強化
〔総務課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・島根原発30ｋｍ圏内の全ての学校が作成した ・各学校及び関係市教育委員会とも、被害状
原子力災害発生時の対応を定めたマニュアル 況を想定しながら、各学校のマニュアルの
の実効性を高めるため、島根県原子力防災訓 手順や関係機関の対応の手順を確認するこ
練に合わせて、各県立学校及び関係４市教育 とができた。
委員会と情報伝達訓練を行った。 【今後の対応】
〔取組の対象：高校・特別支援学校の教職員〕 ・今後も対応マニュアルの実効性を担保する

ため、原子力防災訓練訓練に合わせて、情
報伝達訓練を実施するとともに、地域防災
計画等の変更等がある場合には、対応マニ
ュアルの改訂作業の支援を行う。

〔教育指導課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・学校危機管理の手引きに基づく危機管理体制 ・危機管理に対する意識の向上と、指導者と
について、学校安全研修等を通じて各学校の しての資質の向上がみられた。
取組を支援した。 【今後の対応】
・管理職研修において、リスクマネジメントに関す ･各学校で作成されている学校安全計画や危
る講座を実施し、学校危機管理の強化を図っ 機管理マニュアルの見直しを図りつつ、実
た。 態に合わせた危機管理対応を行うよう、指
〔取組の対象：幼稚園・小・中・高校・特別支援学 導していく。
校の教員〕

③学校給食の衛生対策・アレルギー対策、学校の感染症対策の充実〔保健体育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・小・中・高校・特別支援学校の校長及び市町村 ・学校給食への異物混入事案は10件であっ
に対して、食物アレルギー症状発症時や異物 た（28年度７件）。いずれも、異物確認後、喫
混入事案が発生した際には、「学校危機管理の 食中止等の対応が速やかになされ、児童生
手引」に沿った対応をとることを周知徹底した。 徒の健康被害はなかった。
・島根県食物アレルギー対応ハンドブック第2版 ・研修会や調理場訪問を重ねることで、学校
を発行した。（平成29年度学校保健総合支援事 給食関係者の衛生管理意識が高まり、調理
業） 場ごとに改善に向けた適切な取組がなされ
・調理場訪問を行い、衛生面での課題を把握し、 た。
改善に向けて指導した。 【今後の対応】
・管理職、養護教諭に対して、学校等欠席者・感 ・学校給食への異物混入や食中毒について
染症情報収集システムの入力に係る校内体制 は、学校給食関係者研修会や栄養教諭研
を整えること、システムを活用して早期に情報を 修において危機管理意識の一層の向上を
収集し予防を講じることを周知徹底した。 図るとともに、市町村、保健所等と連携し危
○感染症情報収集システムの加入率・入力率 機管理体制の改善を促す。
小・中・高等学校・特別支援学校：100％ ・文部科学省配布の「学校のアレルギー疾患

〔取組の対象：小・中・高校・特別支援学校の教 に対する取組ガイドライン」及び同概要版、
職員〕 研修用映像資料、島根県食物アレルギー対

応ハンドブック等の活用を促進する。
・国の指針に基づき、食物アレルギー重大事
態報告やヒヤリハット事例報告の周知徹底を
行う。
・学校等欠席者・感染症情報システムを活用
し、関係各課と連携しながら感染症対策を
行う。

※「安全・安心な教育環境の整備」に関する次の項目については、「平成29年度教育委員会の特徴的な動
き」として記載しました。
○県立学校施設等の長寿命化に向けた取組：15ページ
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【総合評価】
県立学校の校舎等の耐震化は平成27年度末で完了したが、市町村の公立小・中学校の

耐震化率はまだ100％に達していない。今後とも、県内の公立小・中学校施設並びに県立
学校施設における非構造部材を含む耐震化や老朽化対策の計画的な推進を図り、学校施
設の安全を確保する。
また、様々な危機管理事案への対応については、学校安全研修等による教職員の危機

管理意識の向上や各種対応マニュアルの不断の点検などを通じて、引き続き危機管理体
制の確立を図っていく。
学校給食の衛生対策、アレルギー対策、感染症対策については、研修会や講習会を通

して、危機管理意識を高めることができた。学校危機管理手引や市町村の危機対応方針
の確認、各校の危機管理マニュアルの点検によって、実効性のある危機管理体制を整え
る必要がある。
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４－（９）学校・家庭・地域の連携・協力による教育の推進

【基本方針】
①地域全体で子どもを育む取組の充実
学校・家庭・地域が、それぞれの役割と責任を十分自覚するとともに、互いに信頼し合える関係を

築きながら、地域全体で子どもを育むための連携・協力の充実を図ります。
②子どもを支える大人の学習機会の充実
家庭や地域において子どもを育むために必要とされる資質の向上を図る取組を推進します。

③社会教育主事の専門性を生かした「学社連携・融合」の推進
社会教育主事の資格を持つ教員の小・中学校への配置を促進するとともに、学校・家庭・地域が連

携・協力した社会教育を推進します。

①地域全体で子どもを育む取組の充実〔社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
･結集！しまねの子育て協働プロジェクト事業の ･地域の教育力を生かした学校支援及び放
コーディネーターや市町村担当者等に対する 課後支援が進んだ。
研修を計4回実施し、各地域での実践の充実と ・事業関係者が研修で学んだ事業のポイント
地域全体で子どもを育む気運の醸成を図った。 や他地域の取組を各地域で共有することが
･市町村が実施する学校支援、放課後支援、土 できた。
曜日の教育支援、地域未来塾、家庭教育支援 【今後の対応】
の各事業を通して、地域全体で子どもを育てる ･参画する地域住民の更なる気運醸成を図
取組への支援を行った。 り、各取組において効果がより高まる事業展
･15市町村において実施された「学校支援」は、 開を行う。
取り組む小中学校の割合が72％と横ばい、学 ・事業の成果を他の事業にもつなげ、事業間
校支援活動へは延べ約10万人の地域住民が参 のネットワークを図るための統括的なコーデ
画した。 ィネーター等の発掘・養成等の体制整備を
・全市町村において実施された「放課後支援」 働きかける。
は、全小学校区の73％ (H28 :75％ )で取り組ま
れ、延べ約4万人の大人が地域ボランティア・教
育活動サポーター等として参加した。
〔取組の対象：親学ファシリテーター、家庭教育
支援員、県市町村社会教育担当者、公民館等職
員、社会教育主事等〕

②子どもを支える大人の学習機会の充実〔社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・親学プログラム（子育て等に関する参加型の学 ・親学プログラムのファシリテーターの養成が
習プログラム）が全市町村で実施されたほか、 着実に進んでいる。
親学プログラム２（わが子だけでなく他の子・他 ・家庭教育支援に携わる地域関係者の資質
の親等との関係性を学ぶ参加型の学習プログ 向上を図ることができた。
ラム）も多くの市町村で実施された。 【今後の対応】
・県が養成したファシリテーターが進行する親学 ・親学プログラムの活用を進めることによって
プログラム（２を含む）の学習会は184回開催・ 家庭教育支援に携わる地域関係者の資質
延べ参加者数4,523人であった。 向上を更に推進するほか、各市町村におけ
・県内４つのＰＴＡ連合会による連合組織（島根 る家庭教育支援の充実方策を検討してい
県ＰＴＡ連合会合同連絡協議会）と共同で合同 く。
研修会を実施した。
〔取組の対象：親学参加者、親学ファシリテータ
ー〕
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③社会教育主事の専門性を生かした「学社連携・融合」の推進〔社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・ 7市９町１村へ24名の社会教育主事を派遣し、 ・社会教育主事が研修で学んだポイントやス
市町村の実情に応じた学校・家庭・地域の連携 キルを公民館職員等の社会教育実践者へ
体制づくりを推進した。 「ふるさと教育 」 、 「結 の指導・助言に有効に活用した。
集！しまねの子育て協働プロジェクト」、 「公民 ・こうしたことにより、学校・家庭・地域の連携
館支援」等の事業を円滑に実施した。 や協力が進んだ。
・社会教育主事の資質向上を図る研修会を7回 【今後の対応】
開催し、延べ参加者数は331人であった。 ・社会教育主事の専門性を生かし、それぞれ
・広島大学で開催される社会教育主事講習に小 の市町村の実情に応じた学校・家庭・地域
中学校教員を派遣したほか、県社会教育研修 の連携・協力による実践活動を支援するとと
センターにおいて、市町村職員等を対象とする もに、より効果的な事業実践及び仕組みづ
社会教育主事講習を開催した。 くりを行う。
〔取組の対象：社会教育主事〕

【総合評価】
学校支援、放課後支援、土曜日の教育支援、家庭教育支援にかかわる地域の大人が増

加し、地域全体で子どもを育てる気運の醸成と体制づくりを進めることができた。また
親学プログラムのファシリテーターが着実に養成されており、同プログラムを活用した
大人の学びの機会が年々増加している。
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４－（10）社会教育の振興

【基本方針】
①公民館活動の充実による「地域力」の醸成
公民館等を拠点に、住民が地域の抱える課題に対する理解を深め、解決に向けた実践活動を推進し、

「地域力」（自治・自立の理念に基づく地域の底力）を高める取組を推進します。
②社会教育研修センターにおける指導者養成機能の充実
住民の学びや実践活動を支援する指導者の養成を推進します。また、社会教育関係者が社会教育の

振興、生涯学習の推進を図ることができるよう、情報提供や相談対応等の取組を進めます。
③社会教育施設・青少年教育施設における学習支援機能の充実
社会教育施設（図書館）における学習支援の取組を充実させ、県民の生涯学習を推進するとともに、

青少年教育施設（県立青少年の家、県立少年自然の家）における青少年の様々な体験活動の充実を図
ります。
④青少年の人材育成の推進
公民館等が行う地域づくり活動への参加などを通して、地域を活性化しようとする青少年の育成を

推進します。

①公民館活動の充実による「地域力」の醸成〔社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・地域課題解決型公民館支援事業により、課題 ・各事業を実施した公民館において、地域課
解決のための学びの機会を提供し、地域づくり 題を主体的に解決しようとする住民団体が
を担う人材の育成が図られた。（34館） 育成され、実践活動に向けた取組が見られ
・ふるさと体験活動モデル事業により、子どもの るようになり、地域力の醸成が図られた。
体験活動の充実に関わる地域住民が育成され ・成果発表会・体験活動フォーラムの開催や
るなど、地域力の醸成が図られた。（6館） 実践事例をまとめた冊子を配付することによ
・公民館ふるさと教育推進事業により、中学校区 り、地域づくりを担う人づくりを進める公民館
単位の複数の公民館が連携して「ふるさと教育」 等の役割の重要性を広めることができた。
を行った。（27中学校区、75館） 【今後の対応】
・各公民館等が行った地域力醸成のための実践 ・各種事業の実施や事例集の発行等を通し
内容を事例集にまとめ、県内の全公民館等や て公民館活動の充実を図り、地域力を高め
県外の関係者へも配布し、広く情報発信した。 ていく。
〔取組の対象：地域住民〕

②社会教育研修センターにおける指導者養成機能の充実〔社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
･市町村の社会教育関係者や公民館職員、家庭 ・市町村等や関係団体において、学習支援
教育支援関係者などを対象に、専門的知見（学 事業を企画・実施・運営できる社会教育実
びや気づきを促すスキル・ポイント ・マインドな 践者が増加し、地域における学習活動の活
ど）を提供する人材養成研修を実施した。 性化が図られた。
○対象者別研修：5講座（参加者：延べ507人） 【今後の対応】
○その他の研修：3講座（参加者：延べ203人） ・引き続き、地域において住民の学習活動を
○市町村支援事業における研修（参加者： 支える社会教育指導者等の養成を行い、人
1,436人） 材養成と調査・研究に特化した取組を進め

・親学ファシリテーター（進行役）による「親学プ る。学習成果が個人内にとどまらず、地域課
ログラム」を活用した学習会が184回開催され、 題の解決に向けた実践活動に結びつくよう
延べ参加者数は4,523名であった。 指導者養成に力を入れていく。
・情報誌「しまねの社会教育だより」を発行し、市 ･市町村の社会教育指導者・担当者、公民館
町村の社会教育・生涯学習に関わる指導者・担 関係者などの社会教育実践者や指導者の
当者に、県の社会教育行政の取組内容や市町 スキルアップやプログラム企画等に役立つ
村の実践事例等の情報を提供した。 情報誌を今後も継続して発行する。
・学習情報の提供や相談対応、教材の貸出・閲
覧業務等を行った。
・西部社会教育研修センターでは、放送大学生、
視聴体験希望者に放送大学の授業教材（ＣＤ・
テープなど）の室内視聴や貸出を行った。
〔取組の対象：研修参加者、一般県民〕
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③社会教育施設・青少年教育施設における学習支援機能の充実〔社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
･社会教育施設等における学習支援充実のため ・県立図書館が中心となって、公共図書館職
には、専門的力量を有する人材の配置が重要 員や学校図書館職員等を対象とした各種研
であることから、図書館、青少年の家、少年自 修会を開催したことにより、職員等のスキル
然の家に必要な司書や社会教育主事を配置し 向上を図ることができた。
た。 ･青少年社会教育施設利用者の体験活動や
･地域における学習支援機能の充実のため、県 学習プログラムの企画や運営に対して、社
内各地で、図書館関係職員研修や読書ボラン 会教育主事による専門的な助言を行うこと
ティア研修、親子読書関連研修などを開催し により、効果的な学習支援が図られた。
た。 【今後の対応】
○図書館関係職員（初任・専門・出前講座等） ・今後も県内すべての公立図書館サービスの
研修：13回（参加者：延べ236人） 充実や公立小中学校における学校図書館
○島根県図書館協会関連研修：2箇所（参加 の充実や活用を推進するため、図書館の司
者：118人） 書、読書ボランティア等の専門性や資質を
○読書ボランティア研修、親子読書アドバイザ 高めるための人材養成研修に継続的に取り
ー講座等：9箇所（参加者：延べ374人） 組む。
○親子読書関連研修（保護者、保育士、学校 ・青少年社会教育施設の社会教育主事によ
司書等）：23箇所（参加者：延べ1,025人） る専門的な助言等を通して、効果的な学習

〔取組の対象：司書、読書ボランティア等〕 支援に取り組む。

④青少年の人材育成の推進〔社会教育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・地域課題解決型公民館支援事業やふるさと体 ・地域課題解決型公民館支援事業等を通し
験活動モデル事業において、地域の若者の参 て、地域活動に参画する若者集団の活動が
画が見られた。 活性化した。
〔取組の対象：地域住民（若者）〕 また、その取組は地域の枠を超えた若者同

士の交流へつながり、他地域へと広がりを
見せた。
【今後の対応】
・公民館等の取組の成果や課題を県内に広
く啓発することで、さらに若者の地域参画の
促進を図っていく。

【総合評価】
各種公民館活動等を通して、地域力向上のための取組や地域を担う人づくりを積極的

に行った。引き続き、地域力醸成及び人材育成を継続して実施する必要がある。
図書館や社会教育研修センターでは関係者の資質向上を図るための研修を計画どおり

実施したが、一部参加者の減少が見られたので、研修の質を向上させるとともに広報に
努める必要がある。
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４－（11）生涯・競技スポーツの推進

【基本方針】
①スポーツ活動等に参加しやすい環境づくりの充実
生涯にわたって県民誰もがスポーツ・レクリエーション活動に参加できるようにするため、体験す

る機会の提供や指導者の派遣など、参加しやすい環境づくりを進めます。
②競技の普及、競技力の向上の一体的な推進
競技人口のすそ野を広げ、優秀な競技者を発掘して強化・育成するという、競技の普及と競技力の

向上を一体的に推進します。また、スポーツを「する」選手・指導者、「見る」観戦者・応援者、「支
える」地域の運営・支援体制の連携強化を進めます。
③ジュニア層を中心とした競技力向上の推進
中国ブロックで開催する平成 28 年度全国高等学校総合体育大会、平成 30 年度全国中学校総合体育

大会の準備・開催を契機に、ジュニア層を中心とした競技力向上を図ります。
④運動部活動の活性化と指導者の育成の充実
運動部活動の活性化により、競技力向上を図るとともに、運動部活動の指導者の確保と資質の向上

を図ります。

①スポーツ活動等に参加しやすい環境づくりの充実〔保健体育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・ 10月のスポーツ推進月間を中心に、県内各地 ・運動・スポーツに取り組んでいる人の割合
で年間を通じてスポーツ・レクリエーション祭を は前年より減少（H28:36.1%→H29:33.0% 県
開催し、様々な種目を体験する場・機会を設け 政世論調査より）し、今後取り組んでみたい
た。（21種目・39会場） と考えている人の割合を加えても、スポーツ
・スポーツ・レクリエーション祭の一環として、誰も への取組に関心を持っている人の割合は減
が気軽に参加できるよう体験型の活動を多く取 少しており、なお一層の取組が必要。
り入れた「しまねレクリエーションフェスティバル」 【今後の対応】
を県東部、西部の２会場で開催した。 ・市町村や関係団体と連携し、誰もが気軽に
・健常者と障がい者がスポーツ・レクリエーション 参加できるスポーツ・レクリエーション活動の
活動を通じて交流を深めることを目的とするモ 機会の提供を充実させる。
デル事業を５団体で実施した。 ・しまね広域スポーツセンター等と連携し、健
・各関係機関・団体において、スポーツ・レクリエ 常者と障がい者が一緒にスポーツ・レクリエ
ーション活動に関する情報をＨＰで発信するとと ーション活動を楽しむための取組の普及・啓
もに、10月のスポーツ推進月間には、県立図書 発を図る。
館でスポーツ・レクリエーションに関するポスタ ・スポーツに関する関係団体・指導者を対象
ーを掲示したりリーフレット等を配置した。 に合同研修会を開催し、連携を推進する。
・スポーツに関する関係団体・指導者が一堂に会 ・関係機関・団体におけるスポーツ・レクリエ
する場を設け、それぞれが持つ情報の共有化を ーション活動の情報を共有し、ＨＰやマスコ
図った。 ミ等を活用した情報発信を積極的に行う。ま
・しまね広域スポーツセンターと連携し、総合型 た、総合型地域スポーツクラブの周知や自
地域スポーツクラブの設立・育成の支援や地域 立運営のための指導・助言等を行いながら、
スポーツ指導者のスキルアップ研修等を実施し 地域住民のスポーツ・レクリエーション活動
た。 への参加意欲を高める。
〔取組の対象：一般県民〕
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②競技の普及、競技力の向上の一体的な推進〔保健体育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・国民体育大会での総合成績の向上を目的に、 ・国体の総合成績は昨年度よりも順位を7つ
国体強化選手を対象とした県外遠征や招請合 上げ38位で、23年ぶりの30位台という好成
宿等を実施するとともに、県外の優秀な指導者 績であった。団体種目として扱われる競技
を招聘し、県内指導者の研修会を実施した。 の上位入賞が多数あり（競技獲得得点 H2
・ジュニア選手の体作りや、怪我やドーピング予 8:181点→H29：343点）、各種取組の効果が
防のために、医科学的な専門知識を持ったスポ 表れている。
ーツトレーナーやスポーツ栄養士、スポーツファ 【今後の対応】
ーマシストを、学校や競技団体（重点校や県大 ・国体での入賞実績に基づいた成果主義に
会でベスト４以上の部活動やチーム）に派遣し より国体強化選手を指定し、県外遠征や招
て、トレーニング指導やアスリートとしての食事 請合宿等の年間を通した強化を図る。
のとり方などを指導した（39校３団体に延べ540 ・競技団体が計画する中長期的な普及・強化
名を派遣）。 事業に対して支援し、ジュニアから成年まで
・国体や国体ブロック大会において、選手がベス 継続的に競技スポーツの推進に取り組んで
トなコンディションで競技に挑むことができるよう いく。
に、スポーツトレーナーや支援コーチを派遣し ・各競技団体が行う、競技人口の拡大とそれ
た。 に関わる指導者の養成などへの取組に対す
・競技をする人や競技に関わる人を増やし、スポ る助成を行い、各競技の普及と強化を図る。
ーツを通して地域を活性化させるために、各競 ・専門的な知識を持ったトレーナーやスポー
技団体が地域と一体となって独自に行う普及・ ツ栄養士等のサポートによる、選手の体づく
強化事業に対して事業費を助成した（39競技団 りや怪我の予防について支援する。
体）。
〔取組の対象：競技スポーツ者〕

③ジュニア層を中心とした競技力向上の推進〔保健体育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・高校生や中学生の全国大会で多くの選手が活 ・高校生と中学生の全国大会における入賞種
躍するために、高校重点校指定競技や中学生 目数は、昨年度の73種目から60種目に減っ
指定競技の選抜選手の県外遠征や県外の強豪 たが、過去10年間ではH28年度に次ぐ2番目
校の招請合宿などを実施した。 に多い入賞数であった。
・県西部と隠岐地区において、競技スポーツの普 ･近年国体で新たに導入された女子競技につ
及を目的として、小中高と地域をあげて競技力 いて、ラグビーが国体で２位、レスリングが全
の向上が継続的に見込まれる競技の高校部活 国高校総体で５位、ボクシングが全日本ジュ
動を西部・隠岐拠点校として指定し、県外遠征 ニア大会で優勝するなど、取組の効果が表
を実施した。 れている。
・国体競技として近年新たに導入された女子競 【今後の対応】
技種目（高校生）の県外遠征を実施した。 ・高校重点校や中学生指定競技の選抜選手
・全国大会で上位入賞するなど、将来においてさ の県外遠征や招請合宿などにより、ジュニア
らなる活躍が期待できる選手について、県外遠 層の一貫的な強化事業を展開する。
征を実施した。 ・西部・隠岐地区についても、地域をあげて
〔取組の対象：競技スポーツ者（少年）〕 普及活動に取り組んでいる競技や、競技力

の向上が継続的に見込まれる競技の、高校
における部活動を指定して各競技や学校の
実態に応じて支援を行う。
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④運動部活動の活性化と指導者の育成の充実〔保健体育課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・高校を対象に、競技種目を特定し、学校や地域 ・「特別体育専任教員制度」、「スポーツ推進
スポーツの活動を活発にし、特色ある学校づくり 教員制度」による優秀な指導者の継続配置
を目指すことを目的とした「特別体育専任教員 により、競技力の向上を図ることができた。
制度」、及び高校生の選手強化や競技力向上 ・「重点校制度」、「スポーツ特別推薦制度」、
を図るための「スポーツ推進教員制度」により、 「地域スポーツ指導者派遣事業」をとおして
優秀な指導者が同一校で継続して指導できるよ 運動部活動の活性化を図ることができた。
う取り組んだ。また、全国レベルの大会におい ・地域指導者の活用によって、生徒の技術面
て活躍する選手の競技力向上を図るため、「高 の向上に成果を上げ、指導経験が無い顧問
校重点校制度」により、県外遠征や県外強豪校 の部活動に対する負担感の軽減につながっ
の招請を行い、選手育成にも取り組んだ。 た。
・専門的技術指導力のある運動部活動指導者 【今後の対応】
を必要とする中学校及び高校に「地域スポー ・地域の指導者を活用するにあたっては、学
ツ指導者派遣事業」に基づき、178名の地域の 校職員として位置づけられた部活動指導員
指導者を派遣した。また、運動部活動指導者の を導入することで、部活動の活性化を図って
指導力向上を図るため、「中・高種目別研修会 いく。
（バレーボールとソフトテニス）」を実施した。 ・全国レベルの優秀な指導者を招致し、指導
〔取組の対象：競技スポーツ者（少年）〕 法及び実技の研修を実施することで、指導

者の資質や指導力向上を図る。

※「生涯・競技スポーツの推進」に関する次の事項については、「平成29年度教育委員会の特徴的な動き」
として記載しました。
○部活動の在り方検討会の議論が始まる：８ページ

【総合評価】
少年の競技力向上、指導者の育成については概ね目標は達成できた。成年の強化につ

いては課題が残るが、少年の強化がそのまま成年につながる例もあり、その良い流れの
構築を考える。
また、スポーツ活動に参加しやすい環境づくりを進めた上で、スポーツ愛好家の裾野

を広げていく必要性がある。
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４－（12）文化財の保存・継承と活用

【基本方針】
①文化財の保存・継承の推進
様々な文化財が良好な状態で次世代に継承されるよう、新たな文化財の指定、選定を行うとともに、

保存、継承活動などへの支援を行います。
②歴史文化情報の全国発信の充実
「神々の国しまね」プロジェクトなどにより高まった本県の歴史文化への関心を維持し、高めてい

くため、関係部局と連携を図りながら、県内外への継続的な情報発信を展開します。
③歴史文化の調査研究の推進
島根固有の歴史文化の調査研究を推進します。

④古代出雲歴史博物館などの活用推進
古代出雲歴史博物館などの施設では、展示機能や教育機能を中心に情報発信力を更に強化し、利用

を促進します。
⑤石見銀山遺跡の保全管理と情報発信
石見銀山遺跡の調査研究を進め、全容解明に向けて取り組むとともに、遺跡を適切に保全し、分か

りやすく伝えていくための整備、活用、情報発信を大田市と連携して進めます。

①文化財の保存・継承の推進〔文化財課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・修理・整備の緊急性の高い建造物、美術工芸 ・文化財の所有者及び所在市町村教育委員
品及び史跡を中心に、37件の文化財について 会と文化財の保存状況について情報を共有
保存のための助成を実施した。 しつつ、計画的に修理・整備を実施すること
・文化財の指定・登録に向けて市町村とともに取 ができた。
組を推進した。 ・新たに県有形文化財１件、県無形文化財１
・県指定無形文化財の伝承者養成にかかる助成 件が指定され、国史跡3件、国名勝１件、国
を行った。 天然記念物１件が指定された。
〔取組の対象：一般県民〕 ・文化財の指定や整備の取り組みが日本遺

産認定にもつながるなど、県民の文化財を
活用した地域づくりに関心が高まった。
【今後の対応】
・国、市町村と連携して文化財の修理・整備
が計画的に実施されるよう努める。
・県内の優れた文化財のうち未指定のものに
ついて、その価値を調査・研究し新たな指
定を目指す。

②歴史文化情報の全国発信の充実〔文化財課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・出雲国風土記をはじめとする島根の歴史文化 ・県内外で実施したシンポジウム・講座等に
に関するシンポジウム・連続講座等の開催によ は年間約6,400人の参加者を集めることがで
り、県内はもとより、首都圏、関西圏においても きた。またその反応も良好で、島根の歴史
歴史文化の情報発信を通年で行った。 文化に対する興味・関心を高めることができ
・５県共同による古代歴史文化賞を実施した。 た。
・14県共同による古代歴史文化共同研究を進め 【今後の対応】
るとともにシンポジウムを開催した。 ・調査・研究の成果を基に、島根の歴史文化
・ＨＰ、ＳＮＳなどの様々な広報媒体を活用し、島 の魅力を効果的、継続的に県内外へ情報
根の歴史文化を情報発信した。 発信していく。また、他県との連携により歴
・松江市や東京都千代田区との共催で「松江 史文化に対する全国的な関心が高まるよう
城と江戸城」に関する展覧会を開催した。 取り組みを推進する。
〔取組の対象：一般県民、観光客〕
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③歴史文化の調査研究の推進〔文化財課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
･島根の考古、古代史、中・近世史、民俗の４分 ･古墳時代の玉の変遷過程が明らかになるな
野に関する基礎的な調査・研究を行った。 ど、多くの調査・研究の成果を得られた。
･古墳時代の玉類、たたら製鉄の成立過程、隠岐 ・研究成果を基に実施した２つの企画展には
の祭礼と芸能等をテーマとした調査・研究を行 約27,000人の観覧者があったほか、県内各
った。 地での講座開催により、調査・研究の成果
・「隠岐の黒曜石」「石見の中世領主」の研究成 をタイムリーに県民に伝えることで、歴史文
果を基に、それぞれ古代出雲歴史博物館、石 化に関する関心を高めることができた。
見美術館で企画展を実施した。 【今後の対応】
・調査研究の成果として、報告書を３冊刊行し ・基礎研究を継続するとともに、島根の特徴
た。 的な歴史文化をテーマに設定した調査研究
〔取組の対象：一般県民、観光客〕 を行い、研究成果の情報発信を様々な形で

行う。

④古代出雲歴史博物館などの活用推進〔文化財課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・古代出雲歴史博物館では年５回の展覧会を開 ・県内外から古代出雲歴史博物館には年間2
催したほか、博学連携プログラムにより小・中・ 65,000人、八雲立つ風土記の丘には年間2
高校の利用促進を図った。 3,000人の来館者があり、島根の歴史文化
・八雲立つ風土記の丘では、企画展等を年６回 の持つ魅力をアピールすることができた。
開催したほか、土器などの製作体験教室、こど ・古代出雲歴史博物館の博学連携プログラム
もまつり等の様々な普及交流事業を実施した。 には小・中・高校あわせて10１校、約5,700
〔取組の対象：小・中・高校の児童･生徒、一般県 人の利用があり、県内の児童・生徒に対し、
民、観光客〕 郷土の豊かな歴史文化を理解してもらえる

場を提供できた。
【今後の対応】
・今後も県内外からの観覧者に島根の歴史
文化の素晴らしさをわかりやすく伝える展覧
会の開催に努めるとともに、講座やイベント
の開催等をとおして幅広く情報発信を行う。
・古代出雲歴史博物館は開館して10年以上
が経過しており、常設展のより良い展示方
法等について検討を行う。

⑤石見銀山遺跡の保全管理と情報発信〔文化財課〕
【平成29年度の取組の概要】 【評価】
・伝統的建造物の保存修理や遺跡の修理・整備 ・石見銀山遺跡に関わる様々な伝統的建造
を行った。 物や遺跡の保存修理、整備に対する助成、
・石造物調査、文献調査、間歩調査などの基礎 助言等の支援を行った。
調査やテーマ研究を継続実施した。 ・調査研究の成果として、報告書4冊を刊行し
・石見銀山遺跡の歴史的価値を県内外に紹介す た。
るための講座を首都圏等で２回開催した。 ・県内外の講座に294人、「石見銀山展」に3
･世界遺産登録10周年を記念し、古代出雲歴史 6,800人の来場者を集め、石見銀山の価値
博物館と石見銀山資料館の2館にて、「石見 や魅力を情報発信することができた。
銀山展」を開催した。 【今後の対応】
〔取組の対象：一般県民、観光客〕 ・石見銀山遺跡に関わる様々な伝統的建造

物や遺跡の保存修理、整備に対する助成、
助言等の支援を引き続き行う。
・石見銀山遺跡の調査研究について、情報
発信の手法等を見直した上で更に進める。
・石見銀山遺跡の価値や魅力について、より
分かりやすく、広く情報発信する取組を行
う。
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※「文化財の保存・継承と活用」に関する次の項目については、「平成29年度教育委員会の特徴的な動き」
として記載しました。
○世界遺産登録10周年記念「石見銀山展」の開催：14ページ

【総合評価】
様々な取組により、県内外へ島根の歴史文化の持つ魅力をアピールすることができ、

島根の歴史文化に対する興味・関心を高めることができた。
文化財を保存・継承していくための修理・整備については、今後も国及び市町村と連

携しながら着実に進めていく必要がある。
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４ 島根県総合教育審議会の主な意見（平成30年８月９日開催）

［教育委員会の特徴的な動き］
１ 教育の質の向上と働き方改革
① 教育の質の向上と教員の働き方改革との両立に向けた議論スタート〔ビジョン21の施策番号：1-
(1)学力の育成、4-(7)学び続ける教員の育成と学校マネジメントの確立〕
・教育は業務が積み上がることが多いため、絶対量を減らすことが絶対に必要と考える。業務の
削減については、個々の教員や学校に判断を求めるのは難しいので、保護者の理解も含めて県
が主導的にやっていくべき。教員にどんな働き方をしてもらうのか、を考えていかないと対症
療法になってしまうと思う。（p.6）

・非常に多様な子どもが増えているので、雑務を減らし子どもと向き合う時間を増やしてもらい
たい。（p.6）

③ 部活動の在り方検討会の議論が始まる〔ビジョン21の施策番号：4-(11)生涯・競技スポーツの推
進〕
・部活動の在り方について、ガイドラインを策定することは大事である。そのガイドラインに基
づき、各校がどれだけ実効性のある取組を行うかが非常に重要である。各校が実効性のある取
組をどう担保していくのか、ガイドラインを策定した後の確認作業が大事であり県教委がしっ
かり調査し対応してもらいたい。（p.8）

２ 「教育の魅力化」の推進
④ 提言「2020年代の県立高校の将来像について」が提出〔ビジョン21の施策番号：1-(1)学力の育
成、4-(4)離島・中山間地域の教育力の確保〕
・「県立高校魅力化ビジョン」について、魅力化は地域との連携や地域の特色、そのエリアにある
高校の特色が重要だと考えるが、普遍化しながらどのように地域性を大事にしていくか。各学
校においてどのように特色化を図るのかが重要だと思う。（p.9）

⑤ 「教育の魅力化」の推進」〔ビジョン21の施策番号：4-(4)離島・中山間地域の教育力の確保〕
・しまね留学で来た子どもが、卒業後、島根にどれだけ根付いたのかということを追跡調査する
必要があると思う。（p.10）
・県民の中には教育の魅力化は、教育全体を魅力的なものにするという一般名詞として捉えられ
ているところがある。それも狙いの一つではあるが、本県独自の状況を踏まえて、一つの成功
体験を広げるという角度から取り組まれており、教育の魅力化をもう少し分かるような形で県
民に示し、理解を得ることも大事なことであり、お願いしたい。（p.10）
・県外の大学も含めて、大学教育との連携を進めることで、県内への定着につながるのではない
かと思うので、可能性を検討してもらいたい。（p.10）

⑥ 幼児教育の支援体制の検討が始まる〔ビジョン21の施策番号：4-(3)幼児教育の充実〕
・幼児教育の成果指標の設定については、国でも意見が分かれているところであり、今後の大き
な課題であるため、幼児教育センターでも議論をしていただきたい。（p.11）

３ 特別支援教育の推進
⑦ 小・中学校における特別支援教育の充実〔ビジョン21の施策番号：4-(2)特別支援教育の推進〕
・背景の説明が分かりづらいため、再整理をした上で記載してもらいたい。（p.12）

⑧ 「医療的ケア実施体制ガイドライン」の運用開始〔ビジョン21の施策番号：4-(2)特別支援
教育の推進〕
・一定の研修を受けた教員が特定の医療行為を行うことができるようになったことは大変素晴ら
しいことだが、そういった医療的ケアを行う教員に精神的負担があるのではないか。心のケア
が必要なのではないか。（p.13）

４ ⑨ 世界遺産登録１０周年記念「石見銀山展」の開催〔ビジョン21の施策番号：4-(12)文化財の保
存・継承と活用〕
・松江高専で石見銀山の間歩探索ロボットを作ったことがある。工業高校とか地元の中学校、小学
校でもいろんな取組ができると思う。ロボットに限らず、いろんなアプローチをすると、子ども
は興味を示すのではないかと思う。（p.14）


